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資
料
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1
〈
資
料
問
〉

資

個
人
情
報
保
護
法
の
概
要

「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
」
(
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
)
は
、
昭
和
六
三
年
二
一

月
二
ハ
日
に
公
布
さ
れ
、
ほ
ぽ
一
年
後
の
平
成
元
年
一

O
月
一
日
に
施
行

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
一
年
後
に
全
面
施
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
段
階
の

施
行
方
式
を
と
っ
た
。

ω
目
的

個
人
情
報
保
護
法
の
目
的
は
、
そ
の
第
一
条
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
「
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機

に
よ
る
処
理
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機

処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
行
政
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
り
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利

益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
L

(

〈
資
料
3
〉
参
照
)

ω
対
象

以
上
の
よ
う
に
、
対
象
は
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
さ

れ
た
個
人
情
報
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
機
闘

が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
に
な
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
当
然
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ω
規
制
の
内
容

個
人
情
報
保
護
法
の
内
容
は
、
大
き
く
分
け
て
、
三
つ
に
分
か
れ
る
。

第
一
に
、
行
政
機
関
が
、
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
個
人
情
報
を
保
有
ま

た
は
利
用
提
供
す
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
制
限
を
課
し
、
個
人
情
報
の

安
全
性
、
正
確
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
そ
し
て
、
職
員
に
対

し
て
個
人
情
報
の
内
容
を
他
人
に
み
だ
り
に
漏
ら
す
こ
と
を
禁
ず
る
。
要

す
る
に
、
個
人
情
報
保
護
法
は
行
政
機
関
に
対
し
て
一
定
の
義
務
づ
け
を

行
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
国
民
と
の
関
係
で
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
民
の
閲
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
の
開
示

の
請
求
を
本
人
に
認
め
、
そ
の
内
容
が
誤
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
訂
正
ま
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た
は
再
調
査
の
申
し
出
を
認
め
る
。
行
政
機
関
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、

情
報
の
開
示
や
調
査
結
果
の
通
知
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第

三
に
、
行
政
内
部
で
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
総
務
庁
が
、
法
運
用
の
統
一

性
や
法
適
合
性
の
確
保
を
図
る
役
割
を
担
い
、
同
時
に
、
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
概
要
の
官
報
公
示
を
行
な
う
こ
と
を
規
定
す
る
。
〈
資
料
4
〉
は
、

各
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
の
う
ち
官
報
に
公
示
さ
れ
た
個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
数
を
示
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
官
報
に
公
示
さ
れ

て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
の
が
〈
資
料
5
v
で
あ
る
。
例
と
し
て
外
務
省

の
旅
券
管
理
マ
ス
タ
フ
ァ
イ
ル
を
引
い
て
あ
る
が
、
そ
の
記
載
事
項
は
、

①
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
、
②
保
有
機
関
の
名
称
、
③
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
が
使
用
に
供
さ
れ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
組
織
の
名
称
、
④
フ
ァ
イ

ル
保
有
目
的
、
⑤
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
、
⑥
フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲
、
⑦
処

理
情
報
の
収
集
方
法
、
@
処
理
情
報
の
経
常
的
提
供
先
、
⑨
開
示
請
求
を

受
理
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地
な
ど
で
あ
る
。

凶

法

律

の

特

徴

特
徴
の
第
一
は
、
個
人
情
報
保
護
法
が
ま
っ
た
く
の
新
法
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
あ
る
特
定
の
個
人
情
報
に
か
ぎ
っ
て
保

護
す
る
法
律
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
統
計
調
査
の
デ

1
タ
や
医
療
に
関

す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
や
守
秘
義
務
等
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
個
人
情
報
を
広
く
体
系
的
に
保
護

す
る
法
律
は
、
こ
の
個
人
情
報
保
護
法
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国

際
的
に
み
て
も
、
こ
の
種
の
法
律
の
制
定
が
最
も
早
か
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
が
一
九
七
三
年
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
法
律
の
流
れ
に
属
す
る
と
い
え

る。
第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
法
律
が
情
報
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
情
報
の
持
つ
特
質
は
色
々
な
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
非
消
費
性
、
不
可
逆
性
、
価
値
の
多
元
性
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

要
す
る
に
、
所
有
や
利
用
の
点
で
物
と
は
違
っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
律
を
制
定
す
る
上
で
も
非
常
に
難
し
い
問
題
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
情
報
保
護
と
い
っ
た
場
合
の
「
保
護
L

と
は
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
。
ま
た
、
情
報
の
保
有
と
い
っ
た
場
合
の
「
保
有
」
と
い
う
の
は

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
欲
し
い
。
警
察
庁
は

大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
備
え
て
い
る
が
、
情
報
の
入
力
や
出
力
を
行
な
っ

て
い
る
の
は
、
都
道
府
県
の
警
察
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
入
力
さ
れ
た
情
報
は
誰
が
保
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
具
体
的
に
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
義
務
づ
け
を
誰
に
課
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
当
然
問
題
と

な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
情
報
の
利
用
、
提
供
を
規
制
す
る
方
法
に
関
し
て

も
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
情
報
処
理
技
術
は
、
時
代
に
つ

北法42(4・133)1091



料

れ
て
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
制
定
時
の
状
況
に
し
が
み

つ
く
固
定
的
な
考
え
方
で
は
、
法
的
な
妥
当
性
は
な
か
な
か
確
保
さ
れ
て

い
か
な
い
。

第
三
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
法
律
が
予
防
的
法
律
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

で
き
る
。
通
常
の
法
律
は
、
一
定
の
社
会
的
な
事
象
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

法
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
制
定
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
個
人
情
報
の
保
護
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
関
し
て
、

法
律
の
制
定
を
必
要
と
す
る
事
実
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
問
わ
れ
る
。
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
漏
洩
・
悪
用
と
い
っ
た

こ
と
は
、
ご
く
例
外
的
に
発
生
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
伝
統
的
に
は
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
を
も
っ
て
対
処
し
て
き
た

が
、
そ
れ
以
上
の
規
制
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
最
終
的

に
は
、
国
民
の
不
安
感
を
踏
ま
え
、
問
題
の
多
発
を
未
然
に
防
止
す
る
と

い
う
予
防
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
制
定
の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
法
律
は
、
個
人
の
情
報
が
漏
洩
ま
た
は
悪
用
さ
れ
る
こ

と
を
防
止
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
が
、
個
人
情
報
の
漏
洩
や
悪
用
が
、

従
来
の
意
味
で
の
権
利
利
益
の
侵
害
と
い
え
る
か
、
そ
れ
が
司
法
的
に
救

済
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ

の
法
律
が
、
具
体
的
な
権
利
利
益
の
侵
害
以
前
の
、
自
己
に
関
す
る
情
報

が
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
不
快
感
を
法
的
な
レ
べ

資

ル
に
ま
で
引
き
上
げ
た
点
で
も
、
予
防
的
法
律
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
四
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
個
人
情
報
保
護
は
行
政
運
営

全
般
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
官
報
に
公
示
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
も
一
一
六
二
の
フ
ァ
イ
ル
が
、
各
省
庁
の
い
ろ
い
ろ
な
部
局
に
ま

た
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
法
律
は
各
省
庁
の

行
政
運
営
全
般
を
規
制
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
個
人
情
報
保
護
法
は
国
際
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

北法42(4・134)1092

ω
統
計
法
等
の
一
部
改
正

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
一
般
法
の
例
外
と
し
て
統
計
法
も
し
く
は
統

計
報
告
調
整
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
統
計
調
査
に
係
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
等
の
改
正
を
も
っ
て
対
処
し
た
。

立
法
化
の
背
景

ω
情
報
化
の
進
展

立
法
化
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
情
報
化
の
進
展
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
昭
和
三

0
年
代
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
利
用
が
進
ん
で
き
た
が
、
当
初
の
統
計
的
な
大
量
情
報
処
理
、
し
か
も
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閉
鎖
型
の
情
報
処
理
か
ら
、
個
人
情
報
の
高
度
な
処
理
、
あ
る
い
は
オ
ン

ラ
イ
ン
化
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
社
会
的
に
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
た
情

報
処
理
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
情
報
化
の
進
展
は
、
社
会
、

経
済
活
動
の
あ
り
方
、
国
境
と
の
関
係
な
ど
様
々
な
面
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
法
制
度
の
整
備
が
い
ろ
い
ろ
な
点
で
必
要
に

な
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
第
一
に
、
電
算
機
処
理
情
報
の
法
的
な
認
知
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
電
算
機
処
理
情
報
は
、
法
的
な
措
置
が
な
い
か
ぎ
り
、

文
書
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
公
証
力
も
持
た
な
い
た
め
、
特
許
や

自
動
車
登
録
の
領
域
で
は
、
所
要
の
法
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

財
産
的
価
値
を
持
つ
情
報
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
著
作
権
法
や
不

正
競
争
防
止
法
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
電
算
機
処
理
の
拡

大
に
と
も
な
う
犯
罪
の
防
止
の
た
め
に
、
刑
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
改
正
は
、
情
報
を
正
面
か
ら
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
電
算
機
処
理

情
報
が
文
書
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た

め
、
情
報
窃
盗
な
ど
は
処
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
第
四
に
、
電
算

機
処
理
情
報
の
安
全
性
あ
る
い
は
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
の
責
任
の
問
題
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
電
子
資
金
決
済
の
問
題
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
化
の
進
展
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
の
拡
大
は
様
々

な
面
で
法
制
度
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の
中
で
、
個
人

情
報
の
保
護
と
い
う
問
題
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
個
人
情
報
保
護
法
は
、

情
報
化
社
会
の
ル

l
ル
作
り
の
一
環
で
あ
る
。

ω
国
民
意
識
の
変
遷

以
上
の
よ
う
な
情
報
化
の
進
展
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
の
拡
大
に
と
も

な
い
、
国
民
意
識
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
個
人
情
報

保
護
法
制
定
の
直
接
的
な
動
機
に
か
か
わ
る
。
伝
統
的
な
意
味
で
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
概
念
は
、
昭
和
三
九
年
の
寸
宴
の
あ
と
L

事
件
で
は
じ
め
て

判
決
の
中
に
現
れ
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
に
関
係
す
る
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
問
題
は
、
昭
和
四
五
年
、
総
務
庁
の
前
身
で
あ
る
行
政
管
理
庁
に

よ
っ
て
事
務
処
理
用
統
一
個
人
コ

l
ド
が
検
討
さ
れ
る
中
で
出
て
き
た
。

こ
れ
は
、
国
民
総
背
番
号
制
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
問
題
を
惹
起
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
国
民
意
識
の
変
遷
に
と
も
な
い
、
た
と
え
ば
、
昭
和
六

O
年

の
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
で
、
住
民
の
氏
名
や
住
所
の
公
開
原
則
が
か

な
り
制
約
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
電
話
帳
の
電
話
番
号
の
掲
載

率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
国
民
意
識
の
変
化
が
表
れ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
平
成
二
年
一
一
月
現
在
で
は
、
個
人
電
話
の
二
二
パ
ー
セ
ン
ト

が
電
話
帳
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
二
年
、
三
年
の
聞
に
二

O
O万

台
の
電
話
番
号
が
電
話
帳
か
ら
落
ち
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
総
理
府
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
昭
和
六

O
年
七
月
の
世
論
調
査
で
は
、
四
人
に
三
人
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料

の
割
合
で
、
行
政
機
関
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
策
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

資

ω
諸
外
国
の
立
法
化
と

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
等

個
人
情
報
保
護
法
の
制
定
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
、
諸
外
国
の
立

法
化
と

O
E
C
D
理
事
会
の
勧
告
が
あ
げ
ら
れ
る
。
〈
資
料
9
〉は、

O
E

C
D
加
盟
国
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
法
制
定
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、

O
E
C
D
理
事
会
は
、
一
九
八

O
年
九
月
、
加
盟
各
国
に
対
し
、

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
圏
内
法
の
整
備
を
勧
告
し
た
が
、

O
E
C
D
が

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
勧
告
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
個
人
情
報
保
護
法
を
制
定
し
、
あ
る
い
は
制
定
し
な
い
国
が
あ
る

と
、
各
国
間
の
デ

l
タ
流
通
が
阻
害
さ
れ
る
た
め
、
各
国
が
類
似
し
た
個

人
情
報
保
護
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
国
間
の
デ
l
タ
流
通
と
個

人
情
報
の
保
護
と
を
調
和
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
国
際
経

済
の
健
全
な
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
、

O
E
C
D
の
立
場
で
あ
っ

た
。
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
情
報
産
業
が
世
界
を
席
捲
し
つ
つ
あ
っ
た
と

き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
個
人
情
報
の
保
護
を
盾
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
進
出
を
妨
げ
た
と
い
っ
た
側
面
も
あ
っ
た
。

当
時
、
わ
が
国
に
は
個
人
情
報
保
護
法
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
の
採
択
に
際
し
、
「
わ
が
国
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
に
関
す
る
十
分
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
尊
重
し
、
国
情
に
適
し
た
か
た
ち
で
圏
内
政
策
に
反
映
さ
せ
た
い
」

と
発
言
し
賛
成
し
て
い
る
。

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
も
、
わ
が
国
に
お
け

る
個
人
情
報
保
護
法
の
制
定
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
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ω
個
人
情
報
保
護
条
例
の
制
定

圏
内
に
目
を
転
ず
る
と
、
昭
和
五

O
年
に
国
立
市
が
個
人
情
報
保
護
条

例
を
は
じ
め
て
制
定
し
た
。
平
成
三
年
四
月
一
日
現
在
で
、
八

O
八
の
市

町
村
が
個
人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
し
て
い
る
。
従
来
、
都
道
府
県
は
こ

の
よ
う
な
条
例
を
制
定
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
聞
が
法
律
を
制
定
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
最
近
、
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
長
野
県
が
個
人
情
報
保
護

条
例
の
制
定
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。
近
い
う
ち
に
、
多
く
の
道
府
県
で
条

例
の
制
定
が
行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
地
方
で
先
行
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
地
方
と
国
で
は
、
三
つ
の
点
で
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に

地
方
が
先
行
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
地
方
は
、
行
政
の
末

端
と
し
て
住
民
に
密
着
し
て
い
る
た
め
に
、
税
金
か
ら
年
金
に
至
る
ま
で

個
人
情
報
を
多
く
保
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
住
民
の
関
心
も
高
い
。

第
二
に
、
地
方
で
は
、
住
民
情
報
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
を



行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
住
民
背
番
号
制
と
も
言
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
住
民
基
本
台
帳
を
も
と
に
、
税
金
や
年
金

な
ど
の
住
民
に
関
す
る
多
く
の
情
報
を
そ
れ
に
付
加
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
も
税
金
と
そ
の
他
の
情
報
を
結
合
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
と

か
、
利
用
に
つ
い
て
は
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
住

民
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
契
機
に
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
議
論
が

活
発
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
地
方
自
治
体
の
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
大
き
か
っ
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
住
民
の
要
求
に
敏
速
に
反
応
し
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
他

の
市
町
村
が
条
例
を
制
定
し
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
い
状
況

に
あ
る
。
ω
野
党
各
党
の
法
案
提
出

昭
和
五
五
年
に
は
民
社
党
が
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
案
要
綱
」
を
発

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
六
一
年
三
月
に
は
、
社
会
党
が
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
基
本
法
案
」
と
「
電
子
計
算
機
を
利
用
す
る
個
人
情
報
の
処
理

業
務
の
規
制
に
関
す
る
法
律
案
」
を
提
出
し
て
い
る
。
民
間
を
含
め
た
電

算
機
処
理
業
務
を
規
制
す
る
と
い
う
法
制
度
を
社
会
党
は
提
案
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
法
案
は
実
質
的
に
審
議
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
案
と
な
っ
た
。

立
法
化
の
経
緯

(1) 

行
政
監
理
委
員
会
(
昭
和
四
九
年
六
月
|
昭
和
五

O
年
四
月
)

行
政
監
理
委
員
会
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
政
府

に
よ
る
取
組
み
の
始
ま
り
で
あ
る
。
当
時
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ア
メ
リ

カ
が
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
制
化
を
行
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
き

わ
め
て
早
い
段
階
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
え
っ
て
早
い
段
階
で
あ
っ
た

た
め
に
、
行
政
監
理
委
員
会
に
よ
る
中
間
報
告
(
昭
和
五

O
年
四
月
)
で

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
制
度
化
は
時
期
早
尚
で
あ
る
と
の
報

告
が
な
さ
れ
た
。
た
だ
、
維
持
管
理
、
運
用
等
に
関
す
る
規
制
、
す
な
わ

ち
デ
ー
タ
の
安
全
と
正
確
性
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
謡
わ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
一
月
に
寸
電

子
計
算
機
処
理
デ
l
タ
保
護
管
理
準
則
」
が
、
事
務
次
官
等
会
議
申
合
せ

と
し
て
決
定
さ
れ
た
。

(2) 
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プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
研
究
会
(
昭
和
五
六
年
一
月
!
昭
和
五
七

年
七
月
)

次
の
段
階
と
し
て
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
研
究
会
L

が
、
当
時
東
大
教

授
で
あ
っ
た
加
藤
一
郎
氏
を
座
長
と
し
て
、
一
年
半
に
わ
た
っ
て
聞
か
れ



料

た
。
昭
和
五
五
年
の
O
E
C
D
理
事
会
勧
告
を
受
け
て
、
わ
が
国
で
も
再

度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和

五
七
年
に
は
報
告
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
会
の
報
告
が
制
度
化
に
直

接
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
研
究
成
果
は
、
臨
時
行
政
調
査

会
の
検
討
に
引
き
継
が
れ
、
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
条
例
づ
く
り
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。

資

ω
臨
時
行
政
調
査
会
答
申
(
昭
和
五
八
年
三
月
)

個
人
情
報
保
護
法
制
定
の
直
後
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
八
年

三
月
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
で
あ
る
。
こ
の
答
申
の
内
容
は
〈
資
料

ロ
〉
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
的
措
置
を
含
め
、
個
人
デ
1
タ
保
護
に
係

る
制
度
的
な
方
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
彊
わ
れ

て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
を
最
大
限
尊
重
す

る
と
い
う
閣
議
決
定
を
行
い
、
そ
の
推
進
役
に
総
務
庁
が
あ
た
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
臨
時
行
政
調
査
会
は
、
行
政
改
革
の
柱
と
し
て
四

つ
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
変
化
へ
の
対
応
、
総
合
性
の
確
保
、
能
率
化

と
簡
素
化
、
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
確
保
で
あ
る
。
行
政
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
確
保
の
一
方
策
と
し
て
個
人
情
報
保
護
対
策
が
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
た
。
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
確
保
方
策
と
し
て
は
、
そ
の
他

に
、
情
報
公
開
の
制
度
化
、
行
政
手
続
法
、
そ
し
て
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
制
度

の
導
入
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
法
制
化
さ
れ
た
の
は
、

個
人
情
報
保
護
法
だ
け
で
あ
る
。
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(4) 

デ
ー
タ
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
専
門
部
会
(
昭
和
五
九
年
六
月

前
述
の
臨
時
行
政
調
査
会
答
申
を
受
け
て
、
政
府
は
二
つ
の
方
法
で
検

討
を
進
め
た
。
第
一
に
、
デ

1
タ
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
専
門
部
会
を
設

置
し
た
。
各
省
庁
の
課
長
補
佐
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
昭
和
五
九
年
か
ら

三
六
回
に
わ
た
っ
て
、
個
人
情
報
保
護
の
制
度
化
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
て
き
た
。
部
会
で
は
、
各
省
庁
間
の
意
思
疎
通
を
図
る
と
と
も
に
、

制
度
化
に
伴
う
問
題
点
の
把
握
に
努
め
た
。

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
(
昭

和
六

O
年
七
月
l
昭
和
六
一
年
一
二
月
)

政
府
が
と
っ
た
第
二
の
方
法
と
し
て
、
「
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
L

(

座
長
、
林
修
三
氏
)
が
昭
和
六

O
年
七
月
か

ら
昭
和
六
一
年
一
二
月
に
か
け
て
三

O
回
に
わ
た
っ
て
聞
か
れ
た
。
制
度

化
に
関
す
る
政
府
の
方
針
を
取
り
ま
と
め
る
参
考
に
す
る
と
い
う
観
点
か

ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
の
特
徴
は
、
臨
時
行
政
調
査

会
答
申
も
あ
っ
て
、
法
制
定
を
前
提
と
し
た
具
体
的
な
検
討
が
行
わ
れ
た

(5) 
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
各
省
庁
の
意
見
の
把
握
と
調
整
が
行

わ
れ
、

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
を
踏
ま
え
つ
つ
、
わ
が
国
の
国
情
と
ど
の

よ
う
に
マ
ッ
チ
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
等
も
検
討
さ
れ
た
。

後
者
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
れ
ば
、
以
下
の
点
で
わ
が
国
と
外

国
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
は
、
わ
が
国
の
行
政
組
織

は
強
い
縦
割
り
に
な
っ
て
お
り
、
各
省
庁
が
独
自
に
収
集
し
た
デ
ー
タ
に

つ
い
て
は
そ
の
省
庁
の
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
個
人
情
報
の
省
庁
間
利
用
は
き
わ
め
て
少

な
く
、
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、

内
国
歳
入
庁
に
は
各
省
斤

ω関
連
情
報
が
自
動
的
に
流
れ
る
シ
ス
テ
ム
が

と
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
第
二
に
は
、
諸
外
国
で
は
何
ら
か
の
か

た
ち
で
国
民
総
背
番
号
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。
北
欧
型
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
住
民
登
録
の
か
た
ち
で
国
民
総
背
番

号
制
が
と
ら
れ
て
い
る
国
も
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
よ
う
に
、

社
会
保
障
番
号
が
転
じ
て
国
民
総
背
番
号
と
し
て
機
能
し
て
い
る
国
も
あ

る
。
第
三
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
の
国
民
意
識
が
違
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
第
四
に
、
国
民
と
行
政
と
の
関
係
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
訴
訟
に
し
て
も
、
人
事
交
流
に
し

て
も
、
行
政
と
民
間
と
の
区
別
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
行
政
活
動
と
私
的
な
経
済
活
動
と
は
基
本
的

に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
行
政
と
国
民
と
の
聞
の
緊
張
度
の
違
い
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
で
は
、
こ
の

よ
う
な
諸
外
国
と
の
違
い
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
議
論
を
十
分
に
行
っ
て

い
た
だ
い
た
。
た
と
え
ば
、
諸
外
国
で
は
、
医
療
情
報
に
つ
い
て
は
、
医

者
を
介
在
さ
せ
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
国
も
あ
る
が
、
原
則
と
し

て
国
民
に
開
示
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
教
育
情
報
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
医
療
や
教
育
に
関
す
る
情
報

の
開
示
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
か
ら
、
別
途
専
門
的
立
場
か

ら
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
、
法
制
化
の
段
階
で
は
関
係
省
庁
で
の
検
討
結

果
を
踏
ま
え
、
本
人
の
開
示
請
求
を
認
め
る
の
は
、
時
期
早
尚
と
し
て
見

送
ら
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
、
国
民
の
意
識
の
変
化
と
と
も
に
、
常

に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ω
行
革
大
綱

行
革
大
綱
は
〈
資
料
日
〉
に
掲
げ
て
い
る
。
行
革
大
綱
と
い
う
の
は
、

毎
年
の
概
算
予
算
閣
議
決
定
の
段
階
で
、
翌
年
度
に
行
政
改
革
と
し
て
何

を
す
る
か
に
つ
い
て
政
府
の
方
針
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
行
革
大

綱
の
中
に
は
、
個
人
情
報
の
保
護
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
資
料
を
見

れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
各
年
少
し
ず
つ
制
度
化
に
向
け
て
前
進
し
て
い
る
。
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料

た
と
え
ば
、
昭
和
六

O
年
行
革
大
綱
で
は
、
「
政
府
と
し
て
の
方
針
を
取
り

ま
と
め
る
よ
う
努
め
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
省
庁
で
何
ら

か
の
結
論
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
了
承
が
得
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ

い
て
、
昭
和
六
二
年
行
革
大
綱
で
は
、
「
法
的
措
置
を
講
ず
る
方
向
で
、
そ

の
た
め
の
具
体
的
検
討
を
行
な
う
」
と
し
、
一
応
こ
の
段
階
で
、
法
制
化

は
や
む
を
え
な
い
と
い
う
各
省
庁
の
了
解
が
得
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

行
革
大
綱
の
策
定
に
つ
い
て
の
各
省
庁
協
議
を
通
し
て
、
毎
年
毎
年
少
し

ず
つ
前
進
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

資

四

立
案
過
程
・
国
会
審
議

ω
政
府
部
内
で
の
協
議
・
調
整

政
府
部
内
で
の
協
議
、
調
整
に
は
非
常
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
法
律
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
予
防
的

法
律
で
あ
り
、
新
法
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
省
庁
に
関
係
す
る
た
め
に
、

多
く
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上

述
の
デ

1
タ
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
専
門
部
会
が
三
六
回
、
ま
た
、
行
政

機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
が
三

O
回
も
聞
か
れ

た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
学
識
経

験
者
だ
け
で
な
く
、
各
省
庁
の
行
政
実
態
に
詳
し
く
各
省
庁
の
意
見
を
反

映
で
き
る
人
と
し
て
、
通
産
省
、
郵
政
省
、
自
治
省
の
各
O
B
が
含
ま
れ

て
い
た
。
ま
た
、
研
究
会
で
は
、
各
省
庁
の
担
当
者
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
っ
た
り
、
意
見
を
提
出
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
研
究
会
は
、
事
務
次
官

が
依
頼
し
て
学
識
経
験
者
等
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
性
格
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
会
で
、
各
省
庁
の
行
政
実
態
に
ま
で
踏
み
込

ん
で
検
討
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

統
計
、
医
療
、
教
育
に
つ
い
て
は
、
関
連
省
庁
で
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な

検
討
す
る
よ
う
研
究
会
は
指
摘
し
た
。
統
計
に
つ
い
て
は
総
務
庁
が
、
医

療
に
つ
い
て
は
厚
生
省
が
、
教
育
に
つ
い
て
は
文
部
省
が
、
こ
の
研
究
会

の
報
告
を
受
け
て
専
門
的
な
検
討
を
行
な
っ
た
。
特
に
、
統
計
に
関
し
て

は
、
統
計
法
等
の
改
正
問
題
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
統
計
審
議

会
へ
の
諮
問
、
答
申
が
行
な
わ
れ
た
。

所
管
省
庁
が
法
律
を
立
案
す
る
場
合
に
は
、
内
閣
法
制
局
の
法
令
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
情
報
保
護
法
に
つ
い
て
は
、
研
究
会

の
報
告
の
段
階
か
ら
内
閣
法
制
局
に
説
明
し
、
そ
の
意
見
を
聴
取
し
た
。

政
府
部
内
の
協
議
、
調
整
の
経
緯
で
み
る
と
、
研
究
会
の
報
告
が
出
さ

れ
た
の
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
で
、
そ
の
後
、
部
内
的
な
立
案
作
業
を
経

て
、
各
省
庁
に
法
律
の
内
容
の
検
討
を
は
じ
め
て
依
頼
し
た
の
が
昭
和
六

二
年
八
月
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
閣
議
決
定
で
政
府
の
意
思
決
定
が
な
さ

れ
た
の
は
、
昭
和
六
三
年
四
月
二
八
日
で
あ
る
。
こ
の
間
、
骨
子
案
、
法
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

律
案
を
各
省
庁
に
提
示
し
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
繰
り
返
し

調
整
が
図
ら
れ
た
が
、
そ
の
度
ご
と
に
、
多
い
と
き
に
は
千
件
程
の
意
見
、

質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。

ω
民
間
団
体
の
意
見

個
人
情
報
保
護
法
に
関
す
る
政
府
案
の
検
討
状
況
、
政
府
案
の
国
会
提

出
に
つ
い
て
数
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
民

間
団
体
か
ら
も
多
数
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
日
弁
連
、
国
民
総
背
番
号

制
に
反
対
し
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
中
央
会
議
、
自
治
労
、
自
由
人
権
協

会
、
総
評
、
情
報
公
開
法
を
求
め
る
市
民
運
動
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

意
見
に
は
、
政
府
案
は
抜
本
的
な
修
正
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
法
制

化
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
い
う
も
の
が
多
か
っ
た
。

ω
国
会
審
議
の
経
過

国
会
審
議
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
〈
資
料
H
〉
に
簡
単
に
整
理
し
て
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
六
三
年
四
月
二
八
日
に
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
、
同

日
第
一
一
一
一
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
衆
議
院
先
議
と
さ
れ
た
。
五

月
二
五
日
が
閉
会
で
あ
る
か
ら
、
政
府
提
出
法
案
と
し
て
は
き
わ
め
て
遅

い
時
期
の
提
出
で
あ
る
。
通
常
、
予
算
関
連
法
案
の
場
合
は
、
二
月
中
旬

ま
で
に
、
非
予
算
関
連
法
案
の
場
合
で
も
、
三
月
中
旬
ま
で
に
国
会
に
提

出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

国
会
に
提
出
さ
れ
た
あ
と
、
社
会
党
、
公
明
党
、
民
社
党
、
共
産
党
か

ら
、
衆
参
両
院
に
お
い
て
趣
旨
説
明
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

趣
旨
説
明
を
し
な
け
れ
ば
、
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
個

人
情
報
保
護
法
案
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
調
整
を
行
な
っ
た
末
に
、
趣
旨

説
明
要
求
を
取
り
下
げ
て
も
ら
い
、
五
月
一
三
日
に
内
閣
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
会
期
末
と
な
っ
た
た
め
、
実
質
的
な
審
議
は
行

わ
れ
ず
、
継
続
審
査
の
扱
い
と
さ
れ
た
。

次
の
第
一
一
三
回
国
会
で
、
一

O
月
一
一
日
に
提
案
理
由
説
明
を
行
な

い
、
そ
れ
以
降
、
長
時
間
の
審
議
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
審
議
経
過
に

つ
い
て
は
、
〈
資
料
日
〉
に
詳
し
く
載
っ
て
い
る
。
審
議
時
間
に
つ
い
て
は
、

〈
資
料
時
〉
を
見
ら
れ
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
衆
議
院
で
六
日
間
、
参
議

院
で
四
日
間
の
審
議
が
行
な
わ
れ
、
審
議
時
間
は
全
体
で
三
三
時
間
三
三

分
に
及
ん
だ
。
普
通
、
内
閣
委
員
会
で
こ
の
よ
う
な
長
時
間
の
審
議
を
行

な
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
第
一
一
三
回
国
会
は
、
い
わ
ゆ
る
消
費

税
国
会
で
、
二
ハ
三
日
間
と
い
う
最
も
会
期
の
長
い
臨
時
国
会
で
あ
っ
た

た
め
に
長
時
間
の
審
議
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
費
税

法
の
審
議
を
主
た
る
ね
ら
い
と
す
る
国
会
で
あ
っ
た
た
め
に
、
国
会
に
提

出
さ
れ
る
法
案
が
少
な
く
、
内
閣
委
員
会
に
係
属
さ
れ
る
法
案
が
少
な

か
っ
た
こ
と
も
、
長
時
間
の
審
議
を
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
る
。
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凶
国
会
に
お
け
る
主
な
議
論

目
的
一
ま
ず
、
目
的
規
定
の
中
に
「
行
政
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
」

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
行
政
活
動
を
優
先
さ
せ

て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
明
文
で

も
っ
て
規
定
す
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
い
う

観
点
か
ら
法
案
全
体
を
見
直
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
政
府
は
、
本
法
案
は
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
前
提

に
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
第
一
の
目
的
と

し
て
い
る
旨
答
弁
し
た
。

資

民
間
部
門
一
個
人
情
報
保
護
法
の
対
象
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
わ
せ
て
民
間
部
門
が
保
有
す
る
個
人
情

報
を
も
そ
の
対
象
に
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

政
府
は
、
営
業
の
自
由
を
基
本
と
し
、
行
政
部
門
と
取
扱
い
を
異
に
す
る

点
が
少
な
く
な
い
民
間
部
門
に
つ
い
て
本
法
で
あ
わ
せ
て
規
制
す
る
こ
と

は
適
当
で
は
な
い
旨
答
弁
し
た
。

収
集
制
限
一
個
人
情
報
の
収
集
制
限
を
も
っ
と
明
確
に
規
定
せ
よ
と
い

う
要
求
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
定
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
に
つ
い
て

は
、
収
集
を
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
意
見
も
出
さ
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
の
制
限
を
通

し
て
、
個
人
情
報
の
収
集
制
限
を
行
っ
て
い
る
旨
答
弁
し
た
。

適
用
除
外
一
適
用
除
外
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
議

論
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
行
政
の
適
正
円
滑
な
運
営
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
度
の
適
用
除
外
で
あ
る
旨
答
弁
し
た
。

見
直
し
規
定
一
五
年
以
内
に
法
律
を
見
直
す
旨
の
規
定
を
入
れ
よ
と
い

う
要
求
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
施
行
後
必
要
が
あ
れ
ば
学

識
経
験
者
等
に
よ
る
調
査
、
審
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
旨

答
弁
し
た
。
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O
E
C
D
理
事
会
勧
告
と
の
比
較
一

O
E
C
D
は
、
個
人
情
報
保
護
に

関
す
る
法
制
化
を
行
う
に
際
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
八
つ
の
原
則
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
の
八
原
則
と
合
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
論
議
さ
れ
た
。
政
府
は
、
わ
が
国
の
実
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
現
時

点
で
最
も
適
切
な
法
律
で
あ
る
と
い
う
答
弁
を
行
っ
た
。

政
府
が
こ
れ
ら
の
修
正
要
求
に
応
じ
な
い
こ
と
と
し
た
結
果
、
野
党
の

意
見
の
多
く
は
、
附
帯
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ

が
、
〈
資
料
問
〉
の
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
で
あ
る
。
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五

そ

の

他

行
政
監
理
委
員
会
で
議
論
を
始
め
て
か
ら
一
五
年
、
臨
時
行
政
調
査
会

の
答
申
を
受
け
て
法
制
化
の
方
向
で
動
き
出
し
て
か
ら
一

O
余
年
を
経

て
、
こ
の
個
人
情
報
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
政
府
部
内

で
の
調
整
に
非
常
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
。
こ
の
過
程
は
、
各
省
庁

の
説
得
過
程
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
得
に
時
間
を
要
し
た

理
由
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
一
に
、
法
律
を
制
定
す
る
場
合
、
そ
の

法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
事
態
が
、
現
に
社
会
に
存
在

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
律
を
も
っ
て
対
処
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
い
う

き
わ
め
て
抽
象
的
な
事
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
各
省
庁
を
説
得
す
る
材

料
と
し
て
は
弱
か
っ
た
。

第
二
に
、
行
政
機
関
の
中
に
は
、
個
人
情
報
の
収
集
、
利
用
自
体
が
行

政
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
各
省
庁

横
断
的
に
規
制
が
か
か
る
こ
と
に
慎
重
に
な
る
省
庁
が
あ
っ
た
の
も
や
む

を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
当
時
総
務
庁
長
官
で
あ
っ
た
高
鳥
衆
議
院
議
員
が
、
個
人
的

に
も
こ
の
立
法
に
関
心
を
持
た
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
視
察
に
行
き
、
法

制
化
の
必
要
性
を
積
極
的
に
国
会
等
で
主
張
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
別
と

し
て
、
こ
の
立
法
に
関
心
を
持
っ
て
、
積
極
的
に
支
持
し
て
い
た
だ
け
る

国
会
議
員
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

内
閣
制
度
の
も
と
で
各
省
行
政
の
分
担
管
理
が
厳
格
に
な
さ
れ
て
い
る

現
在
、
一
つ
の
異
論
も
な
く
賛
成
を
得
な
い
か
ぎ
り
、
政
府
レ
ベ
ル
で
政

策
決
定
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
各
省
庁
に
ま
た
が
る
個
人
情
報
保

護
法
の
よ
う
な
場
合
、
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
方
式
の
も
と
で
政
策
決
定

ま
で
こ
ぎ
着
け
る
の
は
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
行
政
手
続
法
、
情
報
公
開

法
、
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
制
度
と
い
っ
た
各
省
庁
行
政
に
共
通
的
、
横
断
的
に

係
わ
る
政
策
に
は
、
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
難
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。〈
質
疑
応
答
〉

Q 

国
会
議
員
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ほ
ぽ
行
政
庁
主

導
で
法
制
化
が
進
め
ら
れ
た
立
法
と
い
う
の
は
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
の
か
。

こ
の
個
人
情
報
保
護
法
は
、
各
省
庁
横
断
的
な
法
律
で
あ
り
、
各
省

庁
間
の
調
整
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
省
庁
間
の
調
整
を

図
る
た
め
の
戦
略
を
練
る
た
め
に
、
似
た
よ
う
な
立
法
例
を
探
し
て
み

北法42(4・143)1101 
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料資

Q 
た
が
、
参
考
に
な
る
立
法
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
を
聞
く
に

あ
た
っ
て
、
各
省
庁
は
、
す
ん
な
り
と
こ
の
研
究
会
に
参
加
す
る
こ
と

に
同
意
し
た
か
。

研
究
会
の
座
長
が
林
修
三
氏
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
各
省
庁
の

参
加
協
力
を
確
保
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
研
究
会
は
、
あ
く
ま

で
も
総
務
庁
の
私
的
な
研
究
会
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
会
に
出
席

し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
抵
抗
感
を
覚
え
る
省
庁
も
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

教
育
情
報
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
付
帯
決
議
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
「
国
民
の
自
己
情
報
に
関
す
る
意
識
・
:
の
急
激
な
変
化
」
に
よ
っ

て
、
見
直
し
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
か
。

教
育
情
報
の
持
つ
特
殊
性
は
い
く
つ
か
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ

に
は
、
開
示
請
求
権
を
認
め
る
等
、
教
育
情
報
を
権
利
義
務
関
係
で
律

す
る
こ
と
は
、
現
在
の
国
民
意
識
に
適
合
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
教
育
情
報
も
開
示
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
け

で
、
フ
ァ
イ
ル
の
存
在
を
公
示
し
た
り
、
保
護
し
た
り
す
る
対
象
に
は

な
っ
て
い
る
。
い
ま
一
つ
に
は
、
教
育
情
報
l
|
医
療
情
報
に
つ
い
て

も
同
様
|
|
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
と
民
間
機
関
と
の
区
別
が
な
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
公
立
学
校
の
内
申
書
も
、
私
立
学
校
の

A Q A 

Q 
内
申
書
も
、
そ
の
情
報
の
性
質
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
行
政
機
関
と
民
間
機
関
と
の
一
体
的
な
取
扱
い
が
望
ま
し
い

の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
電
算
機
処
理
情
報
と
マ
ニ
ュ

ア
ル
情
報
と
の
取
扱
い
を
区
別
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
か
ど
う

か
、
混
乱
を
引
き
起
こ
さ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
育
情
報
を
開
示
請
求
権
の
対
象
外
と
し
た
今
回

の
措
置
は
、
わ
が
国
の
現
状
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
国
民

意
識
の
変
化
等
に
伴
っ
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

個
人
情
報
保
護
法
第
二
六
条
は
、
「
地
方
公
共
団
体
は
、
個
人
情
報
の

電
子
計
算
機
処
理
等
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く

国
の
施
策
に
留
意
し
つ
つ
、
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
を
確
保
す
る

た
め
必
要
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
L

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
地
方
自
治
体
が

こ
の
法
律
以
上
に
進
ん
だ
条
例
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
、
地
方
自
治
体

の
条
例
に
枠
を
は
め
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。

地
方
自
治
体
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
上
述
の

研
究
会
報
告
は
両
論
併
記
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
人
権
に
か

か
わ
る
制
度
|
|
私
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
人
権
に
か
か
わ
る
制
度
で

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
|
|
で
、
地
方
聞
に
格
差
が
あ
る
と
い
う
の

は
お
か
し
い
か
ら
、
国
の
法
律
で
一
本
化
を
図
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
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で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
地
方
自
治
体
毎
に
、
個
人
情
報
保
護
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
の
事
務
の
多
く
が
機
関
委
任
事
務
で
あ
る
現
状
で
は
、

地
方
自
治
体
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
多
く
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
情

報
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
法
律
論
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
情
報
が
地
方
自
治
体
の
条
例
の
対
象
と
な
り
得
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
積
極
に
解
す
れ
ば
、
反
対

に
法
律
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

も
出
て
く
る
。

内
閣
法
制
局
長
官
の
国
会
答
弁
は
、
機
関
委
任
事
務
に
係
る
個
人
情

報
で
あ
っ
て
も
、
情
報
管
理
の
観
点
か
ら
は
団
体
の
事
務
で
あ
り
、
条

例
化
は
可
能
で
あ
る
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
機
関
委
任
事
務
の
業
務
処
理

に
影
響
を
与
え
る
範
囲
で
、
主
務
大
臣
の
指
揮
監
督
権
に
服
す
る
こ
と

に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
答
弁
で
も
、
法
律
の
対
象
と
す

る
こ
と
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
法
制
化
に
あ

た
っ
て
は
、
地
方
自
治
体
が
保
有
し
て
い
る
情
報
が
住
民
に
密
着
し
た

情
報
で
あ
り
、
ま
た
住
民
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
い
、
相
当
厳
し

い
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
住
民
感
情
が
あ
り
得
る
こ
と
を
配
慮
し

て
、
標
準
化
を
指
向
し
つ
つ
、
地
方
自
治
体
を
絶
対
的
に
拘
束
す
る
よ

う
な
規
定
に
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
の
定
め
る
法
律
よ
り
も

Q 
厳
し
い
内
容
を
持
つ
条
例
は
法
律
違
反
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
第

二
六
条
に
寸
国
の
施
策
に
留
意
し
つ
つ
L

と
い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
の

用
法
は
従
来
の
法
律
に
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を

表
わ
し
て
い
る
。

外
国
の
調
査
を
行
っ
た
よ
う
だ
が
、
諸
外
国
の
影
響
は
ど
の
程
度

あ
っ
た
の
か
。

A 

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
の
八
原
則
は
、
そ
の
当
時
の
最
大
公
約
数
的

な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
法
制
化
を
進
め
た
の
で
あ
る
が
、

特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
律
を
参
考
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

各
省
庁
を
説
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
説
得
材
料
は
あ
っ
た
の
か
。

一
つ
有
効
な
説
得
材
料
は
、
法
律
を
制
定
し
な
い
場
合
、
国
際
的
な

信
義
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
必
要

性
の
問
題
、
地
方
自
治
体
の
条
例
の
先
行
、
世
論
の
動
向
と
い
っ
た
も

の
も
説
得
の
材
料
と
し
て
出
し
た
が
、
大
方
は
水
掛
け
論
に
終
わ
っ
て

し
ま
う
。
個
人
情
報
保
護
法
の
と
き
に
は
、
検
討
、
協
議
を
で
き
る
だ

け
課
長
、
局
長
と
い
っ
た
上
の
レ
ベ
ル
に
上
げ
る
こ
と
を
考
え
た
。
こ

の
法
律
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
省
益
が
絡
ん
で
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

上
の
レ
ベ
ル
で
大
所
高
所
の
観
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た。
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国
会
の
附
帯
決
議
は
ど
こ
が
作
成
し
た
の
か
。



料

具
体
的
に
は
誰
が
立
案
し
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
野
党
の
意
見
を
踏

ま
え
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
政
府
が
た
た
き
台

を
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

Q

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
と
情
報
公
開
法
と

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
法
制
度
が
本
来
健
全
な
あ
り

方
で
は
な
い
か
。

A

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
両
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
諸
外
国

で
は
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
必
ず
し
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

法
と
情
報
公
開
法
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
。
野
党
か
ら
、
情
報
公
開
法
が
な
い
ま
ま
に
、
個
人

情
報
保
護
法
を
制
定
す
る
と
、
ウ
エ
イ
ト
が
公
開
よ
り
も
、
保
護
に
置

か
れ
る
わ
け
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
し
か

し
、
情
報
公
開
法
は
、
行
政
の
保
有
す
る
情
報
に
対
し
て
国
民
と
し
て

ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
認
め
る
法
制
度
で
あ
る
が
、
個
人
情
報
保
護
法

は
、
個
人
情
報
を
原
則
と
し
て
秘
密
と
す
る
中
で
、
自
己
に
関
す
る
情

報
を
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
本
人
に
の
み
認
め
る
法
制
度

で
あ
り
、
両
者
は
性
格
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

Q

守
秘
義
務
と
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
は
あ
っ
た

・刀

A 

資

A 

個
人
情
報
保
護
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
情
報
は
、
基
本
的
に
は
守

秘
義
務
の
か
か
っ
た
情
報
で
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
シ
ビ
ア
な
議
論
は
さ

れ
な
か
っ
た
。
適
用
除
外
の
中
に
「
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
」
に

関
す
る
情
報
等
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
公
務
員
の
守
秘
義
務
を
強

化
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
対

象
は
個
人
情
報
で
あ
り
、
「
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
」
に
関
す
る
情

報
全
般
が
秘
密
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た

、しV
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Q 

民
間
部
門
を
切
り
離
す
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
決
め
ら
れ
た
の

カ
A 

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
研
究
会
は
、
行
政

機
関
に
お
け
る
措
置
を
中
心
に
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
前
提
と
し

て
、
民
間
部
門
に
つ
い
て
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
、
本

法
で
あ
わ
せ
て
対
象
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
各
省

庁
の
働
き
か
け
で
、
民
間
部
門
の
切
り
離
し
を
決
め
た
よ
う
な
経
緯
は

な
い
。
民
間
部
門
も
含
め
た
法
制
度
を
立
案
す
る
と
な
る
と
、
総
務
庁

で
は
技
術
的
に
難
し
い
し
、
各
省
庁
も
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
行
政
運
営
の
総
合
調
整
が
、
総
務
庁
の
所
管
と
す
る
と
こ
ろ
だ

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
民
間
部
門
に
規
制
を
か
け
る
場
合
に
は
、
そ
の

実
態
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
規
制
を
行
な
う
の
が

実
際
的
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
主
流
を
占
め
た
。
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総
務
庁
が
行
政
機
関
の
総
合
調
整
機
能
を
積
極
的
に
果
た
す
た
め
に

権
限
を
強
化
す
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

総
務
庁
は
、
組
織
・
定
員
の
管
理
、
行
政
改
革
、
行
政
監
察
、
人
事

管
理
等
を
通
じ
て
行
政
運
営
の
総
合
調
整
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
総
合
調
整
機
能
の
発
揮
の
た
め
に
、
偲
別
法
に
基
づ
く

権
限
、
事
業
が
必
ず
し
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
客
観
的
、
中
立
的
な
立
場
に
つ
い
て
理
解
を
得
る
た
め

に
は
、
総
合
調
整
機
能
に
純
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
も
あ

4
h
v

。

Q A 
付
記
本
稿
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二

O
日
、
二
一
日
に
開
催
さ
れ
た

北
大
立
法
過
程
研
究
会
で
行
な
わ
れ
た
報
告
お
よ
び
質
疑
の
テ

1
プ
を
起

こ
し
、
そ
れ
に
加
筆
し
、
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究

会
は
、
平
成
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

(
A
)
(研
究

課
題
名
「
立
法
過
程
に
お
け
る
行
政
府
の
役
割
」
)
を
受
け
て
行
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
録
音
テ

i
プ
の
再
生
に
当
っ
て
、
北
大
大
学
院
法
学
研
究
科
院

生
岩
本
一
郎
君
の
協
力
を
得
た
。

北法42(4・147)1105 



資料

〈資料1> 個人情報保護法の仕組み

〔目的〕 行政の適正・円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護

国

民

個人情報ファイルの官報公示

個人情報ファイノレ簿の作成・供覧

開示請求
訂正等の申出
再調査の申出

開示
調査結果の通知
再調査結果の通知

総務庁

法運用の統一性・法適合性の確保

〔資料の提出・説明の要求 1
意見の陳述 J 

個人情報の内容をみ
だりに知らせてはな
らない職員の義務

行政機関

保有目的以外の目的のための
利用・提供の原則禁止

〔罰則〕 不正に他人の情報の開示を受けた者は、 10万円以下の過料

〔地方公共団体・特殊法人〕 国の施策に留意しつつ、必要な施策を実施するよう努力する義務

北法42(4・148)1106 
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〈
資
料
2
v

行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
案
提
案
理
由
説
明

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処

理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理

由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
近
年
、
社
会
に
お
け
る
著
し
い
情
報
化
の

進
展
を
背
景
と
し
て
、
行
政
機
関
に
お
い
て
も
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機

に
よ
る
処
理
が
拡
大
し
、
行
政
運
営
の
効
率
化
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
方
で
、
従
来
の
手
作
業
に
よ
る
処

理
に
は
み
ら
れ
な
い
電
子
計
算
機
の
特
性
か
ら
、
個
人
の
権
利
利
益
の
侵

害
の
お
そ
れ
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
国
民
の
不
安
感
の
存
在
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
と
と

も
に
、
臨
調
答
申
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
行
政
に
対
す
る
信
頼
性
の
確
保

を
図
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す。

第
一
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
の

適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
り
つ
つ
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
は
、
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
ま
す
。

行
政
機
関
は
、
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

か
っ
、
で
き
る
限
り
目
的
を
特
定
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る

こ
と
と
し
、
総
務
庁
長
官
は
、
二
疋
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
目
的
、
記
録
項
目
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
行
政
機
関
の
長
は
、
個
人
情
報
の
安
全
及
び
正
確
性
を
確
保
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
個
人
情
報
を
原
則
と
し
て

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
は
、
個
人
情
報
の
開
示
及
び
訂
正
等
で
あ
り
ま
す
。

行
政
機
関
の
長
は
、
本
人
か
ら
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
開
示
す
る
こ
と
と
し
、
訂
正
等
の
申
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
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料

第
四
に
、
法
施
行
の
統
一
性
を
確
保
す
る
た
め
、
総
務
庁
長
官
は
、
資

料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

第
五
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
除
外
で
あ
り
ま
す
。

統
計
法
に
基
づ
く
統
計
調
査
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
個
人
情
報
及
び
統

計
報
告
調
整
法
に
基
づ
く
統
計
報
告
の
徴
集
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
個
人
情

報
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
し
て
お
り
ま

す。

資

第
六
に
、
地
方
公
共
団
体
及
び
特
殊
法
人
が
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機

処
理
を
行
う
場
合
に
は
、
国
の
施
策
に
留
意
し
つ
つ
、
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
施
行
期
日
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
、
個
人
情
報
の
開
示

及
び
訂
正
等
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

いす
い。以

た何上
しとカま
まぞこ
す慎の
。重法

御律

賓案
献の
の士盟

主棄
理
速 由
や 1

か 7E

詰込
替の
局自
あ谷
らの
ん概
こ要
とで
をあ
おり
願ま

〈
資
料
3
〉

行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律

目
次
第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

附
則
第
一
章

(
目
的
)

第

条

第

条

一
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
六
日
一

一

法

律

第

L

五

号

一
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総
則
(
第
一
条
第
三
条
)

個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
(
第
四
条
|
第
一
一
一
条
)

処
理
情
報
の
開
示
及
び
訂
正
等
(
第
二
ニ
条
l
第
一
九
条
)

雑
則
(
第
二

O
条
第
二
七
条
)

総
則

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機

に
よ
る
処
理
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算

機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
行
政
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
り
つ
つ
、
個
人
の
権

利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
定
義
)
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
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当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
行
政
機
関
次
に
掲
げ
る
機
関
を
い
う
。

イ
国
家
行
政
組
織
法
(
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
二

O
号
)
第
三
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
の
行
政
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
機
関

(
ロ
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
機
関
が
置
か
れ
る
機
間
に
あ
っ
て

は
、
当
該
特
別
の
機
関
を
除
く
。
)
及
び
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内

閣
の
所
轄
の
下
に
置
か
れ
る
機
関

国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
の
三
の
特
別
の
機
関
の
う
ち
政
令
で

ロ
定
め
る
も
の

二
個
人
情
報
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情

報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
又
は
個
人
別
に
付

さ
れ
た
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に
よ
り
当
該
個
人
を
識
別
で
き

る
も
の
(
当
該
情
報
の
み
で
は
識
別
で
き
な
い
が
、
他
の
情
報
と
容

易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
当
該
個
人
を
識
別
で
き

る
も
の
を
含
む
。
)
を
い
う
。
た
だ
し
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
し

て
記
録
さ
れ
た
情
報
に
含
ま
れ
る
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員

に
関
す
る
情
報
を
除
く
。

三
電
子
計
算
機
処
理
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
情
報
の

入
力
、
蓄
積
、
編
集
、
加
工
、
修
正
、
更
新
、
検
索
、
消
去
、
出
力

又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
処
理
を
い
う
。
た
だ
し
、
専
ら
文
章
を
作
成

四
し
、
又
は
文
書
図
面
の
内
容
を
記
録
す
る
た
め
の
処
理
そ
の
他
の
政

令
で
伝
め
る
処
理
を
除
く
。

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
一
定
の
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

体
系
的
に
構
成
さ
れ
た
個
人
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機
処
理
を
行
う
た
め
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

(
以
下
「
磁
気
テ

l
プ
等
L

と
い
う
。
)
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

処
理
情
報
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報

を
い
う
。

五

処
理
情
報
の
本
人
処
理
情
報
に
お
い
て
識
別
さ
れ
る
個
人
の
う

ち
、
電
子
計
算
機
処
理
上
他
の
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の

記
述
又
は
他
の
個
人
別
に
付
さ
れ
た
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に

よ
ら
な
い
で
検
索
し
得
る
も
の
を
い
う
。

(
適
用
除
外
)

第
三
条
統
計
法
(
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
八
号
)
第
二
条
に
規
定
す
る

指
定
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
集
め
ら
れ
た
個
人
情
報
及
び
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
庁
長
官
に
届
け
出
ら
れ
た
統
計
調
査
に

よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
個
人
情
報
並
び
に
統
計
報
告
調
整
法
(
昭
和
二
七

年
法
律
第
一
四
八
号
)
の
規
定
に
よ
り
総
務
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た

統
計
報
告
(
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た

ーよー
ノ、
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料

専
ら
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
)
の
徴
集
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
章
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理

(
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
)

第
四
条
行
政
機
関
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
(
自
ら
の
事

務
の
用
に
供
す
る
た
め
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
、

及
び
維
持
管
理
す
る
こ
と
を
い
い
、
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
の

全
部
又
は
一
部
を
他
に
委
託
し
て
す
る
場
合
を
含
み
、
他
か
ら
そ
の
委

託
を
受
け
て
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
。
以
下
同
じ
。
)
に
当
た
っ
て
は
、

法
律
の
定
め
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
り
、
か

っ
、
で
き
る
限
り
そ
の
目
的
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目
(
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
記
録

項
目
L

と
い
う
。
)
の
範
囲
及
び
処
理
情
報
の
本
人
と
し
て
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲
(
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲
」

と
い
う
。
)
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

を
保
有
す
る
目
的
(
以
下
寸
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
L

と
い
う
。
)
を
達
成

す
る
た
め
必
要
な
限
度
を
超
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
個
人
情
報
の
安
全
確
保
等
)

第
五
条
行
政
機
関
が
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
又
は
せ
ん
孔
業
務

資

そ
の
他
の
情
報
の
入
力
の
た
め
の
準
備
作
業
若
し
く
は
磁
気
テ

1
プ
等

の
保
管
(
以
下
「
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
」
と
い
う
。
)
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
(
第
二
条
第
一
号
ロ
の
政
令

で
定
め
る
特
別
の
機
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
機
関
ご
と
に
政
令
で
定
め

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
き
損

の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置

(
以
下
「
安
全
確
保
の
措
置
」
と
い
う
。
)
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
行
政
機
関
(
以
下
「
保
有
機
関
」

と
い
う
。
)
の
長
は
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
処

理
情
報
が
過
去
又
は
現
在
の
事
実
と
合
致
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
)

第
六
条
行
政
機
関
が
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
庁
長
官
に
対
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
し
た

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、

同
様
と
す
る
。

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

保
有
機
関
の
名
称
及
び
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
使
用
に
供
さ
れ
る

2 
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事
務
を
つ
か
さ
ど
る
組
織
の
名
称

三
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的

四
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
及
び
フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲

五
処
理
情
報
の
収
集
方
法

六
処
理
情
報
を
保
有
機
関
以
外
の
者
に
経
常
的
に
提
供
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
提
供
先

七
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
さ
れ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(
第
一
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
も

の
及
び
第
一
九
条
の
規
定
に
よ
り
全
部
の
処
理
情
報
に
つ
い
て
第
一

三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
を
除

く
。
)
に
あ
っ
て
は
、
第
一
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
請
求
を

受
理
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

八
次
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
の
一
部
若
し

く
は
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
簿
に
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
し

な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九

第
一
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
た
め
同
項
本
文
の
請
求

が
で
き
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
処
理
情
報

十

2 

の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
免
許
証
、
許
可
証
、
通
知
書
そ
の

他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
既
に
処
理
情
報
の
本
人
に
交
付

さ
れ
て
い
る
と
き
、
処
理
情
報
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
公

表
さ
れ
若
し
く
は
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
、
処
理
情
報
の
本
人

が
処
理
情
報
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
知
ら
せ
る
べ
き
旨
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
又
は
第
二
ニ
条
第
一
項
本
文
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る
処
理
情
報
に
つ
い
て
そ
の
内
容
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
訂
正
、
追
加
若
し
く
は
削
除
(
以
下
「
訂
正
等
L

と
い
う
。
)

に
関
し
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当

該
法
律
又
は
命
令
の
名
称

十
一
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
国
の
安
全
、
外
交
上
の
秘
密
そ
の
他
の
国
の
重
大
な
利
益
に
関
す

る
事
項
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

二
犯
罪
の
捜
査
、
租
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
犯
則
事
件

の
調
査
又
は
公
訴
の
提
起
若
し
く
維
持
の
た
め
に
作
成
し
、
又
は
取

得
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

三
行
政
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ア

イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
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む関す
J がる
行事
う項
職又
員 p
fll 

採れ
用里

震量
品主
同事
す市

ゑz
児童
喧ヲ:
苧R る
フも

Jr 
/レ行

を政
含機

資

専
ら
試
験
的
な
電
子
計
算
機
処
理
の
用
に
供
す
る
た
め
の
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル

五
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
て
い
る
処
理
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目

及
び
フ
ァ
イ
ル
記
録
範
囲
が
当
該
通
知
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
の
範

四
囲
内
の
も
の

六
一
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
処
理
情
報
の
み
を
記
録
す
る

個
人
情
報

七
資
料
そ
の
他
の
物
品
若
し
く
は
金
銭
の
送
付
文
は
業
務
上
必
要
な

連
絡
の
た
め
に
利
用
す
る
処
理
情
報
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
で
あ
っ
て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の

送
付
文
は
連
絡
に
必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の

八
職
員
が
単
独
で
作
成
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
処
理

情
報
を
専
ら
自
己
の
職
務
の
遂
行
の
た
め
に
保
有
機
関
の
内
部
で
使

九
用
す
る
も
の

職
員
が
学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
そ
の
発
意
に
基
づ
き
作
成

3 

し
、
又
は
取
得
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
処
理
情
報
を

専
ら
当
該
学
術
研
究
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

十
処
理
情
報
の
本
人
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
処
理
情
報
を
保
有
機
関
以
外
の
者
に
提
供

す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の

十
一
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

保
有
機
関
の
長
(
第
二
条
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
機
間

に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
)
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
通
知
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

に
つ
い
て
、
当
該
保
有
機
関
が
そ
の
保
有
を
や
め
た
と
き
、
又
は
そ
の

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
前
項
第
一

O
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
庁
長
官
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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(
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成
及
び
閲
覧
)

第
七
条
保
有
機
関
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保

有
機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
(
前
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
一

O
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

帳
簿
(
以
下
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
と
い
う
。
)
を
作
成
し
、

般
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の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
有
機
関
の
長
は
、
フ
ァ
イ
ル
記
録

項
目
の
一
部
又
は
前
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事

項
を
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
イ
ル
保

有
目
的
に
係
る
事
務
の
適
正
な
遂
行
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
の
一
部
又
は
事
項
を

記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2 3 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
有
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
い
ず
れ
か
に
使
用
さ
れ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い

て
、
当
該
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
す
る

こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
に
係
る
事
務
の
適
正
な
遂
行
を
著

し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
事
務

二
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
事
務

三
勾
留
の
執
行
、
矯
正
又
は
更
生
保
護
に
関
す
る
事
務

四
出
入
国
の
管
理
若
し
く
は
難
民
の
認
定
又
は
査
証
に
関
す
る
事
務

五
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
事
務

六
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事

務

(
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
公
示
)

第
八
条
総
務
庁
長
官
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け

た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
一

O
号
に
掲
げ
る
事
項
を
官

報
で
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
が
あ
っ
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
庁
長
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
フ
ァ
イ
ル

記
録
項
目
の
一
部
又
は
事
項
の
公
示
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
の
一
部
又
は

第
六
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

当
該
記
載
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
の
一
部
又

は
事
項

二
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
し

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
前
項
に
規
定
す
る
事
項

三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
庁
長
官
は
、
前
回
の
公
示

後
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
す
る
事
項
の
通
知
が
な
い

と
き
は
、
そ
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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料

総
務
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
前
回
の
公
示
後
、
第
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際

当
該
通
知
の
内
容
を
併
せ
て
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

(
処
理
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
)

第
九
条
処
理
情
報
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
有
機
関
の
内
部
に

お
い
て
利
用
し
、
又
は
保
有
機
関
以
外
の
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
き
を
除
き
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用

し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
有
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
以
外
の

目
的
の
た
め
に
処
理
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
処
理
情
報
を
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利

用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
理
情
報
の
本
人
又
は
第
三

者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

資

一
処
理
情
報
の
本
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
処
理
情
報
の
本
人

に
提
供
す
る
と
き
。

二
保
有
機
関
が
法
律
の
定
め
る
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で

処
理
情
報
を
内
部
で
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
処
理
情
報
を

利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
の
あ
る
と
き
。

三
保
有
機
関
以
外
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
又
は
法
律
に
よ
り

直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設

立
さ
れ
た
法
人
(
総
務
庁
設
置
法
(
昭
和
五
八
年
法
律
第
七
九
号
)

第
四
条
第
一
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
法
人
を
除
く
。
以
下

「
特
殊
法
人
」
と
い
う
。
)
に
処
理
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、

処
理
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
(
以
下
「
受
領
者
」
と
い
う
。
)
が
、

法
律
の
定
め
る
事
務
又
は
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
処
理
情
報

を
使
用
し
、
か
っ
、
当
該
処
理
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相

当
な
理
由
の
あ
る
と
き
。

北法42(4・156)1114 

3 

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
専
ら
統
計
の
作
成
文
は
学
術
研

究
の
目
的
の
た
め
に
処
理
情
報
を
提
供
す
る
と
き
、
処
理
情
報
の
本

人
以
外
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
処
理
情
報
の
本
人
の
利

益
に
な
る
と
き
そ
の
他
処
理
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別

の
理
由
の
あ
る
と
き
。

前
項
の
規
定
は
、
処
理
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
制
限
す
る
他
の
法

律
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

保
有
機
関
の
長
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
処
理
情
報
の
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
以
外
の

目
的
の
た
め
の
保
有
機
関
の
内
部
に
お
げ
る
利
用
を
特
定
の
部
局
又
は

四
4 
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機
関
に
限
る
も
の
と
す
る
。

(
受
領
者
に
対
す
る
措
置
要
求
)

第
一

O
条
保
有
機
関
の
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
処
理

情
報
を
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
提
供
す
る
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
領
者
に
対
し
、
提
供
に
係

る
処
理
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
目
的
若
し
く
は
使
用
方
法
の
制
限

そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
し
、
又
は
安
全
確
保
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
制

限
を
付
し
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
保
有
機
関
の
長
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
又
は
業
務
の
遂
行
を
不

当
に
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

(
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
の
受
託
者
の
責
務
)

第
一
一
条
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
行
政
機
関
か
ら
個
人
情
報
の
電

子
計
算
機
処
理
等
の
受
託
を
受
け
た
者
が
受
託
し
た
業
務
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
に
従
事
す
る
者
の
義
務
)

第
一
二
条
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
を
行
う
行
政
機
関
の
職
員

若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
前
条
の
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る

者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個

人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
三
章
処
理
情
報
の
開
示
及
び
訂
正
等

(
処
理
情
報
の
開
示
)

第
一
三
条
何
人
も
、
保
有
機
関
の
長
に
対
し
、
自
己
を
処
理
情
報
の
本

人
と
す
る
処
理
情
報
(
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

フ
ァ
イ
ル
記
録
項
目
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
り
、
そ
の
開
示

(
処
理
情
報
が
存
在
し
な
い
と
き
に
そ
の
旨
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
)
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
学
校
教
育
法
(
昭

和
二
二
年
法
律
第
二
六
号
)
に
規
定
す
る
学
校
に
お
け
る
成
績
の
評
価

又
は
入
学
者
の
選
抜
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
、
病
院
、
診
療
又
は
助
産
所
に
お
け
る
診
療
に
関
す
る
事
項
を
記
録

す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
及
び
刑
事
事
件
に
係
る
裁
判
若
し
く
は
検
察

官
、
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
が
行
う
処
分
又
は
刑
の
執

行
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
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2 

未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
の
法
定
代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前

項
の
開
示
の
請
求
(
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
)
を
す
る
こ
と
が
で



料

者
』
司
令
。

3 

保
有
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
第
第
一
項
に

掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
開
示
請
求
を
し
た
者
(
以
下
「
開
示
請
求
者
」

と
い
う
。
)
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
処
理
情
報

に
つ
い
て
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
示
請
求
者
の

同
意
が
あ
る
と
き
は
、
書
面
以
外
の
方
法
に
よ
り
開
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

資

(
処
理
情
報
の
不
開
示
)

第
一
四
条
保
有
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
処
理
情
報
に
つ
い
て

開
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
処
理
情
報
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
開
示
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
次
に
掲
げ
る
事
務
の
い
ず
れ
か
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぽ
す

こ
と
。
第
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

犯
罪
の
捜
査
、
租
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
犯
則
事

件
の
調
査
又
は
公
訴
の
提
起
若
し
く
は
維
持
に
関
す
る
事
務

ハ
立
入
検
査
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
権
の
行
使
に

関
す
る
事
務

学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
、
資
格
等
の
審
査
、
補
償
金
、
給
付

イローー

金
等
の
算
定
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
評
価
又
は
判
断
に
関
す
る

事
務

ホ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
事
務

二
処
理
情
報
が
第
三
者
か
ら
取
得
し
た
情
報
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
保
有
機
関
と
当
該
第
三
者
と
の
協
力
関
係
又
は
信
頼

関
係
を
損
な
う
こ
と
。

三
個
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
。

2

保
有
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
処
理
情
報
の
全
部
又
は

一
部
に
つ
い
て
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
(
以
下
「
不
開
示
決
定
」
と

い
う
。
)
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
開
示

請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
開
示
等
の
期
限
)

第
一
五
条
第
二
二
条
第
三
項
の
開
示
又
は
不
開
示
決
定
(
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
開
示
等
」
と
い
う
。
)
は
、
開
示
請
求
を
受
理
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
三

O
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

保
有
機
関
の
長
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ

り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
開
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
後
遅
滞
な
く
こ
れ
を
す

れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
有
機
関
の
長
は
、
同
項
の
規
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定
す
る
期
間
内
に
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
同
項
の
期
間
内
に
開
示
等

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
及
び
開
示
等
の
期
限
を
書
面
に
よ
り
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

開
示
請
求
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
(
前
項
の
規
定
に
よ

り
開
示
等
の
期
限
が
通
知
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
期
限
ま
で
)

に
開
示
等
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
不
開
示
決
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
手
数
料
等
)

第
二
ハ
条
開
示
請
求
を
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

開
示
請
求
を
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
手

数
料
の
ほ
か
郵
送
料
を
納
付
し
て
、
第
一
三
条
第
三
項
の
書
商
の
送
付

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
処
理
情
報
の
訂
正
等
)

第
一
七
条
保
有
機
関
の
長
は
、
第
一
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示

を
受
け
た
者
か
ら
、
書
面
に
よ
り
、
開
示
に
係
る
処
理
情
報
の
訂
正
等

の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
出
に
係
る
処
理
情
報
の
内
容
の
訂
正
等

に
関
し
て
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
別
の

手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
の
達
成

に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
遅
滞
な
く
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
申

出
を
し
た
者
に
対
し
、
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
訂
正
等
の
申
出
を
し
た
者
は
、
同
項
の
通
知

の
内
容
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
保
有
機
関
の
長
に
対
し
、
再
調
査
の

申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る。(
政
令
の
委
任
)

第
一
八
条
第
二
ニ
条
第
一
項
、
第
一
四
条
第
二
項
、
第
一
五
条
第
二
項

及
び
前
条
第
一
項
の
書
面
の
記
載
事
項
、
第
一
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
法
定
代
理
人
の
開
示
請
求
に
必
要
な
書
類
、
開
示
請
求
者
が
開
示

請
求
に
係
る
処
理
情
報
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要

な
手
続
そ
の
他
開
示
請
求
、
開
示
の
方
法
及
び
処
理
情
報
の
訂
正
等
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
他
の
法
律
と
の
関
係
)

第
一
九
条
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
、
処
理

情
報
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
免
許
証
、
許
可
証
、
通
知
書
そ

の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
こ
れ
ら
が
既
に
処
理
情
報
の
本
人
に
交
付
さ

れ
て
い
る
と
き
、
処
理
情
報
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
公
表
さ

れ
若
し
く
は
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
処
理
情
報
の
本
人
が

処
理
情
報
の
内
容
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
知
ら
せ
る
べ
き
旨
の
請
求

北法42(4・159)1117



料

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
全
部
又
は
一
部
の
処
理
情
報
に

つ
い
て
は
、
第
一
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
四
章
雑
則

(
苦
情
処
理
)

第
二

O
条
保
有
機
関
の
長
は
、
処
理
情
報
の
利
用
、
提
供
若
し
く
は
開

示
又
は
処
理
情
報
の
訂
正
等
の
申
出
に
係
る
苦
情
そ
の
他
処
理
情
報
の

取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
る
も
の
と
す

ヲ

G

。

資

(
資
料
の
提
出
及
び
説
明
の
要
求
)

第
二
一
条
総
務
庁
長
官
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
電
子
計

算
機
処
理
等
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
意
見
の
陳
述
)

第
二
二
条
総
務
庁
長
官
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理

に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
行
政
機
関

の
長
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
権
限
又
は
事
務
の
委
任
)

第
二
三
条
保
有
機
関
の
長
は
、
政
令
(
内
閣
の
所
轄
の
下
に
置
か
れ
る

機
間
に
あ
っ
て
は
、
当
該
機
関
の
命
令
)
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
九
条
第
二
項
、
第
一

O
条
第
一
項
、
第
一
三
条
、
第
一
四
条
、
第
一

五
条
第
二
項
及
び
第
一
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
又
は
事
務
を
当

該
保
有
機
関
の
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
政
令
へ
の
委
任
)

第
二
四
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た

め
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(
罰
則
)

第
二
五
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第
一
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
開
示
を
受
け
た
者
は
、
一

O
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

(
地
方
公
共
団
体
の
施
策
)

第
二
六
条
地
方
公
共
団
体
は
、
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
を
行

う
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
施
策
に
留
意
し
つ
つ
、

個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
施
策
を
策
定

し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
特
殊
法
人
の
講
ず
る
措
置
)

第
二
七
条
特
殊
法
人
は
、
個
人
情
報
の
電
子
計
算
機
処
理
等
を
行
う
場

合
に
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
施
策
に
留
意
し
つ
つ
、
個

人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

附第

条署則
期
日こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章

及
び
第
二
三
条
(
同
条
中
第
六
条
第
二
項
及
び
第
一

O
条
第
一
項
に
係

る
部
分
を
除
く
。
)
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
本
文
の
規
定
は
、
平
成
元
年
政
令
第
二
五
九
号
で
平
成
元
年
一

O
月
一
日

か
ら
施
行
)

(
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
平
成
二
年
政
令
第
二
四
一
号
で
平
成
二
年
一

O
月

一
日
か
ら
施
行
)

(
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
の
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
保
有
す
る
」
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
ご
」
の

法
律
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
少
な
く
と
も
毎

年
一
回
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
通
知
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
L

と
す
る
。

第
三
条
統
計
法
及
び
統
計
報
告
調
整
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭

和
六
三
年
法
律
第
九
六
号
。
以
下
「
改
正
統
計
法
」
と
い
う
。
)
に
つ
い

2 
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
聞
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」

と
あ
る
の
は
、
ご
」
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し

た
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

改
正
統
計
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
統

計
報
告
(
専
ら
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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資料

〈資料4> 個人情報ファイル数(官報公示ペース)
(平成3年7月1日現在)

法適用関係

保有機関の名称 |ファイル数 11 ^ ~ ~ ~~ - 1 ~_ ~ 1 ^ _ _ 1 
全項目開示|一部項目|全項目|開示請求

請求対象|他法開示|他法開示|対象外

総理府 2 11 2 1 

警察庁 6 11 2 1 4 

総 務庁 2 11 1 1 1 

:;::fff::ffi:::::;::|;二二:::J:::::::~\::r :::: :::::::1: :::::::::~:: 

ijjJJ j JjjjiJilJ J JJJJ JjjJ ;l;JJJJJJJfJJJlJJJJJJEllJJ J JjjjJ iJJ JJJJJjJ 

つ

ム

一

一

ウ

t

・ヮ“

一
d
位
一

oo

l
-

-
1ム
一

-

S
佐
一

-

4
刈
唯

一
1
A
一

-
1
A
一
氏
U

-

q

J

一

1
一
9
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O

一q
d

一Q
u

-

唱

E
A

一

a
Aを
一

nnu

一

F
h
υ

一

会
一
省
一
省
一
庁
一
省
一
省

員

一

一

一

一

委

一

一

一

理
一
一
一
-

管
一
務
一
蔵
一
税
一
部
一
生

験

一

一

一

試一法

一

一

一

司
一
外
一
大
一
国
一
文
一
厚

竺一竺一年一一院--!!_L________~___~______________J一一一一一一一 j一一一一 5

一喜一一世 ヰ一一@竺L---------~--J----------~--J-----一一三十一
食糧庁 354 11 354 

林野庁 1 11 1 

水 産庁 2 11 2 

iJ;!:iJJj-il;¥JJJJJJJJijJJJJJillJJJJJJJJj;jJJJjJ JJJJJJJJJ¥ 
海上保安庁 1 11 1 
-ー ーー・ 1・ー一一一一一ーーー 苧 -H-------------ーーートーーー一一ー一一一ー 1-----宇ーーーーー一-，ーーー一一一一一一ーーーー

気 象庁 1 11 1 
一一一一一ーーーー--1-----ーー一一一ーーーーー"一一ー'ーーーーーーー ト ---ーーーーー寸ーー 噌 ーーーーーー

郵 政省 12 11 2 1 10 
ーーーーーー一一一一一一一ー 宇ーーーー一一一一一司ーーーーー ーーーー一一一--t1-ーーー一一一一ー一一一一ー--r-ーーー ー一一一寸一一一一一一一一司--ーー-1-ー ー一一'ー

労 働省 7 11 5 1 2 
ーーーーーーー ーー-，一一一一一ーー ーーーー--H-----ーーーーーー一一一-e一一一一一一一一----ー寸ーーーーーーーー一一一一一-，一一一一----ーーーーーー

建 設省 26 11 18 1 3 1 5 

合計

構成比(%)

1，162 
(100_0) 

609 
(52.3) 

32 
(2.8) 

67 
(5.8) 

454 
(39_1) 
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

く資料5> 個人情報ファイル簿の例

個人情報ファイルの名称 旅券管理マスタファイル

保有機関の名称 外務省

個人情報ファイルが使用

に供される事務をつかさ 大臣官房領事移住部旅券課

どる組織の名称

ファイル保有目的
旅券の発給を受けた者を記録し、旅券の二重発給を防止 l

するために使用する。

1 氏名、 2 生年月日、 3 性別、 4 旅券番号、 5 発行

年月日、 6 効力、 7 失効等理由、 8 原始旅券番号、 9

ファイル記録項目
原始発行年月日、 10 本籍、 11 身長、 12 併記者数、

13 受理番号、 14 再発給理由、15 再発給回数、 16 期

問満了日(期間限定年月)、 17 請求元(公用旅券のみ)、

18 別名記載有無、 19 非ヘボン有無、 20 訂正有無

ファイル記録範囲
現に有効な旅券の発給を受けている者(原則として旅券

発行日より5日間)

処理情報の収集方法
旅券法(昭和26年法律第加号)第3条又は第4条に基づくー

般旅券発給申請書、公用旅券発給請求書等

処理情報の経常的提供先
都道府県旅券事務担当課(一部情報のみ)及び法務省入

国管理局

開示請求を受理する組織 外務大臣官房領事移住部旅券課

の名称及び所在地 干100 東京都千代田区霞が関2-2-1

法第13条第1項ただし書

への該当

他の法律又はこれに基づ 7、14、15及び17(公用旅券のみ対象)を除く各ファイル

く命令の規定による、処 記録項目の内容は、旅券法及び旅券法施行規則(平成元

理情報の内容が記載され 年外務省令第11号)の規定により旅券冊子面に記載事項

た書類の本人への交付等 等の形で記載され、既に本人に交付されている。

他の法律又はこれに基づ

く命令の規定による、処

理情報の内容の訂正等に

関する特別の手続
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〈資料6> 国の行政機関における電子計算機利用の推移

台数(台)1運用経曹〈億円)
設置金額(億円)
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1.000 

500 

資料

要員(人)

12.000 

11.帥O

10.000 

9.000 

8.000 

3653億円

6.000 

5.仰O

4，000 

1387台-13.000

2.000 

1.000 

台数

運用経費f年
設置金額|度

(注)1 運用経費は、レンタル費、通信回線費、消耗費、外注費等の経費であり、人件費、設備費等の経費は含
まない。

2 設置金額は、電子計算機買取金額(レンタノレ・リース契約によるものは、買取換算額)である。

3 調査対象とした電子計算機は、周辺装置を含む買取換算額が1.000万円以上のものである。ただし、プロ
セス制御用等の専門機として設計されたものは除く。

4 昭和62、63、平成元、 2年度にお貯る設置台数の増加は、農林水産統計情報システム(62年度)、総合的雇
用情報システム (62年度)、登記情報システム(63、元、 2年度)及び国有林野情報管理システム (63、元、 2年
度)における電子計算機の設置等による。
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

〈資料7> 国の行政機関における OA機器別導入台数の推移

台
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料資

付貧
料

、〆
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
世
論
調
査
(
総
理
府
広
報
室
実
施
)
結

果
の
概
要

調

査

目

的

調

査

項

目

調

査

対

象

四

調

査

時

期

公
表
の
時
期

五

行
政
機
関
が
収
集
、
管
理
す
る
個
人
情
報
に
関
す
る

国
民
の
意
識
を
調
査
し
、
個
人
情
報
の
保
護
施
策
の
参

考
に
資
す
る
た
め
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
門
情
報
化
社
会
に
つ
い
て

同
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対
す
る
意
識

同
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
意
識

同
個
人
情
報
に
関
す
る
諸
経
験
の
有
無

回
倒
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て

付

母

集

団

全

国

二

O
歳
以
上

向

標

本

数

三

、

0
0
0人

日
開
有
効
回
答
数
二
、
三
六
七
人

(
回
答
率
一
七
八
・
九
%
)

昭
和
六

O
年
七
月
〔
前
回
調
査
一
昭
和
五
六
年
二
月
〕

昭
和
六

O
年
一

O
月
二
七
日
(
日
)
ハ
ラ
ジ
オ
・
テ
レ

ビ

ムノ、

今
回
調
査
結
果
の
特
徴
〔
(

二
八
日
(
月
)
一
新
聞

)
内
は
前
回
調
査
結
果
〕

(一)

情
報
化
社
会
と
い
う
言
葉
の
認
識
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
使
用
さ
れ

て
い
る
所
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
割
合
が
増
加
し
て

い
る
。

北法42(4・166)1124 

ア

情
報
化
社
会
と
い
う
言
葉
の
見
聞
き
い
八
四
・
二
%
(
七
五
・

一

%

)

〔

図

l
こ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
用
さ
れ
て
い
る
所
一
「
預
金
貯
金
の
出
し

入
れ
」
が
八
五
・
二
%
の
周
知
(
六
七
・
七
%
)
で
一
番
多
い
。

〔図

l
一一〕

引
到
引
ぺ
刈
川
↓
刷
釧
刷
矧
「
倒
割
削
剤
到
釧
到
調
U
削
瑚
捌
M

イ
に)
て
い
る
。

ア

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
言
葉
の
見
聞
い
九
二
・
六
%
(
九

0
・

四
%
)

イ

「
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
」
が
三
三
・
二
%

ご

六

・

三

%

)

で

一

番

多

い

。

〔

図

|

三

〕

他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
個
人
情
報

1
年
間
収
入
、
納
税
額

等
」
が
四
八
・
二
%
(
三
四
・
八
%
)
と
一
番
多
い
。
な
お
、
「
特

に
な
い
」
が
四

0
・
三
%
で
あ
る
が
、
前
回
(
五
一
・
四
%
)
よ

り
も
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
は
増
え
て
き
た
と
思
う
か

O
そ
う
思
う
一
四
八
・
二
%
さ
二
・
二
%
)

侵
害
の
イ
メ
ー
ジ

ウ

〔
図
|
四
〕

コニ
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t三)

O
そ
う
は
思
わ
な
い
一
一
一
三
了
八
%
(
四
八
・
九
%
)

オ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
に
伴
う
個
人
情
報
に
関
す
る
侵
害
発
生
の

見
通
し
一
「
多
く
な
り
そ
う
だ
」
が
六
八
・
九
%
(
五
五
・
六
%
)

行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
対
策
に
つ
い
て
は
、
前
回

(
七
八
・
八
%
)
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
七
五
・
七
%
の
者
が
必
要
だ
と
し

て
い
る
。

ア
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
諸
経
験
の

有
無
一
「
金
額
や
料
金
な
ど
で
、
相
手
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ミ
ス
が

あ

っ

た

」

一

四

・

二

%

〔

表

|

ニ

イ
行
政
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
対
策
に
対
す
る
認
識

ア
安
心
し
て
申
告
で
き
る
一
五
四
・
一
%
(
五
三
・
O
%
)

イ
配
慮
し
て
い
る
一
六

0
・
六
%
2
2
7
九
%
)

ウ
行
政
機
関
の
保
護
対
策
の
必
要
性

O
必
要
で
あ
る
一
七
五
・
七
%
(
七
八
・
八
%
)

国
の
行
政
機
関
の
保
護
対
策
に
対
す
る
考
え
方

原
則
公
表
(
公
示
)
が
必
要
一
五
二
・
四
%

収
集
制
限
が
必
要
二
ハ
一
了
七
%

目
的
以
外
の
使
用
の
原
則
禁
止
一
七
六
・
九
%

維
持
管
理
の
統
一
的
基
準
が
必
要
二
ハ
五
・
四
%

閲
覧
・
訂
正
の
機
会
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
υ

七
一
・
O
%

ヨニ
/ 寸ウコニオ

カ

収
集
、
利
用
等
を
監
視
す
る
た
め
の
特
別
の
機
関
の
設
置
が

必
要
一
五
四
・
一
%
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資料

〈資料 9> OECD加盟国における個人情報の保護に関する法律の制定状況

平成 3年 (1991年) 4月現在

国 名 法 律 名

スウェーデン |データ法(1973.5制定)

アメリカ 11974年プライパシー法 (1974.12)} ) 

ニュージーランド lワンガヌイ・コンビュータセンター法 (1976.9IJ ) 

ドイツ |連邦データ保護法 (1977.1IJ ) 

フランス |データ処理、データ・ファイル及び個人の諸自由に関する法律

(1978.1 )) ) 

デンマーク |公的機関におけるデータファイルに関する法律 (1978.6IJ ) 

民間機関におけるデータファイル等に関する法律(1978.6IJ ) 

ノルウェー |個人データファイルに関する法律 (1978.6IJ ) 

オーストリア |個人データの保護に関する連邦法律 (1978.10)} ) 

ルクセンプルグ |電子計算機処理に係る個人データ利用規制法 (1979.3IJ ) 

アイスランド |個人データの処理に関する法律 (1981.6IJ ) 

カナダ |プライパシー法 (1982.7IJ ) 

イギリス 11984年データ保護法 (1984.7IJ ) 

フィンランド |個人データファイル法 (1987.2)} ) 

アイルランド |データ保護法 (1988.7)) ) 

オーストラリア |プライパシ一法 (1988.11IJ ) 

日本 |行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関

する法律 (1988.12iI ) 

オランダ |個人情報ファイル (1988.12IJ ) 

ポルトガル |個人データ保護法 (1991.4 IJ ) 

(参考)1 OECD加盟国は24か国あり、そのうち18か国が、表のとおり個人情報の
保護に関する法律を定めている。

2 1980年9月、欧州評議会において、「個人データの自動処理に関する個
人の保護のための条例」を締結し、1985年10月発効。現在11か国(スウェー
デン、フランス、スペイン、ノルウェー、ドイツ、イギリス、ルクセン

プルグ、オーストリア、デンマーク、アイルランド、アイスランド)が

批准している。

3 1980年9月、 OECD理事会において、「プライパシー保護と個人データ
の国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択。

4 カナダのプライパシー法は、カナダ人権法(第4章 個人情報の保護)
(1977.7制定)を改正したもの。

北法42(4・168)1126
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プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
個
人
デ
ー
タ
の
国
際
流
通
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
関
す
る

O
E
C
D
理
事
会
勧
告
後

(
C
(別
)
日
明
吉
田
}
)

理
事
会
は
、一
九
六

O
年
一
二
月
一
四
日
の

O
E
C
D
条
約
第
一
助
、
三
例
及

び
五
仰
の
各
項
に
留
意
し
、
加
盟
国
は
、
圏
内
法
及
び
国
内
政
策
の

相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
個
人
の
自
由
を
保
護
し
、

か
つ
升
到
引
ぺ
刈
川
副
開
制
側
副
出
制
制
調
副
川
叶
割
割
削
司
凶
創

る
が
、
競
合
す
る
価
値
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
共
通
の
利
害
を
有
す

る
と
と
、
個
人
デ

1
タ
の
自
動
処
理
及
び
国
際
流
通
は
、
国
家
聞
の

関
係
に
新
し
い
形
態
を
作
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
相
互
に
矛
盾
し
な

い
規
則
と
運
用
の
開
発
を
要
請
す
る
こ
と
、
個
人
デ

l
タ
の
国
際
流

通
は
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保

護
と
個
人
デ

l
タ
の
国
際
流
通
に
係
る
国
内
法
は
、
そ
の
よ
う
な
国

際
流
通
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、

を
認
識
し
、

加
盟
国
間
の
情
報
の
自
由
な
流
通
を
促
進
す
る
こ
と
及
び
加
盟
国
間

の
経
済
的
社
会
的
関
係
の
発
展
に
対
す
る
不
当
な
障
害
の
創
設
を
回

避
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

次
の
と
お
り
勧
告
す
る
。

一
、
加
盟
国
は
、
本
勧
告
の
主
要
部
分
で
あ
る
勧
告
附
属
文
書
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
掲
げ
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
個
人
の
自
由
の
保
護
に

係
る
原
則
を
、
そ
の
圏
内
法
の
中
で
考
慮
す
る
こ
と
。

二
、
加
盟
国
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
名
目
で
、
個
人
デ

1
タ
の
国

際
流
通
に
対
す
る
不
当
な
障
害
を
除
去
、
又
は
そ
の
よ
う
な
障
害
の

創
設
を
回
避
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
加
盟
国
は
、
勧
告
附
属
文
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
履
行
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
。

四
、
加
盟
国
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
適
用
す
る
た
め
に
、
特
別
の

協
議
・
協
力
の
手
続
き
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
同
意
す

る
こ
〉
」
。

*
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

ト
ル
コ
、
イ
ギ
リ
ス
、
各
国
政
府
は
棄
権

北法42(4・169)1127 
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〈資料11> 個人情報保護に関する条例の制定状況(自治省調べ)

団体数
900 
十一ートー.，-~ー十ーートーー十-4一一トー十一，--斗ーー-~----:----~._- -~ --. -h 

!・ :808
800→--J-i-1-j--1--j-J--jト-1-Ei--i-J-4--j-ート--!j
一一;-一÷一一-l--i-ート---...一一…ELE--;--j--EL--トートi十一
700→--i-j-J -j--i-JE--j-JEE--;-J一一一-j--1--JE--MJEE--
十一(--Ei--i-十一十-1--)-j--÷÷÷十←!トトトト.一一一.一一-一--一一-一帽十÷十十1トトト.一一十.一，
6側0ω0→一一.ベ一一ア，し一一一-一J一_!..一一---"一--，一一ム-一一-一-一__J斗L一一-一-...!.ー-i--JE--ト--，一一ーベー-jJJ・-十一ー
Ir- 刷出国持酷 い ; 578 
ーい-制定団体数 l十-f一一一十-1-jf:ご一十一

500→-ート-HE--γ一:-1-T-1-J-1--1-i-1-十一げ十-i-1-
ー十ート-1-4-J-JE--J-÷-J--L-J--J--Mベー-;-JE--

汗434
400→-十-Ei--!-!"一;-i-r-J-1一一!-1--げ1-1-!-y-
ーイ-J--1-十Ef--{-Ei--ト--i---トイーーがートート--~ーイー­

/: 345 
300→---1---~--十一一十一}Em--4 ・--~-ートーが--1一一ー....1_-十一

刀280:
一寸一-r --ートー十一ー;一ーナーナ一寸ーー十一~'1"-，---:-ーーーー一←--..j---←-

20HE--j-J--is--;-J-J--JE--L-JJ呪JE--J-ー」-i-
/.179 

ーーーートーーーーーー ωー'ー可ーー-"-ーー子・--・一ーー-.-.r-，.---r----ーー-， ・--'---1-ーートーー守ー--116 ..，宇_.• 
内問; 轟 bン~ : 144 

100→ート---t--十一十→87ケヰー十二千--;-一十------トートーー十-4-一
: nn: 49: /: 

・ーー-，巧~ 28~--'与〆こートー -L--L--J- 司 _1 ーー一 -4--L-J- 」--L--3m己FFT-;-了了ー司-1--;--771-71
I I I I I I I I I I I I I I I 
。
昭和 平成51 52 53 54 55 56 57 58 59ω61 62 63元 23 

各年4月1日現在における制定団体数を示す。

(年)

北法42(4・170)1128 
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ロ
v

臨
時
行
政
調
査
会
『
行
政
改
革
に
関
す
る
第
五
次
答
申
|
最
終
答
申
|
』

(
抄
)

(
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
日
)

第
八
章
行
政
情
報
公
開
、
行
政
手
続
等

二
行
政
情
報
の
公
開
と
管
理

ω
情
報
の
保
護

ア
情
報
保
護
の
改
善
の
必
要
性

行
政
情
報
の
中
心
に
は
、
外
交
、
防
衛
等
国
家
・
社
会
の
安
全

に
関
す
る
秘
密
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
企
業
秘
密
の
ほ
か
行
政
の
円

滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
秘
匿
す
る
こ
と
を
要
す
る
種
々
の

情
報
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
を
保
護
す
る
法
制
度
と
し
て
は
、

国
家
公
務
員
法
等
の
守
秘
義
務
規
定
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
一

般
的
・
包
括
的
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
上
の
措
置
と
し
て
は
、
各

省
庁
と
も
秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
に
関
し
て
規
程
を
定
め
て
い
る

が
、
そ
の
秘
密
指
定
、
解
除
等
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
各
部
局
ま

ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
運
用
が
安
易
に
な
り
や
す
い
な
ど
の
状
況

に
あ
る
。

他
方
、
各
種
行
政
情
報
の
う
ち
個
人
デ
l
タ
l
は
、
国
民
を
対

象
と
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
等
に
伴
っ
て
年
々
増
加
し
、
適

イ
用
業
務
も
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
現
行
制
度
上
、
こ
れ

ら
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
デ

l
タ
に
つ
い
て
総
合
的
に
規
制

す
る
制
度
は
な
く
、
国
家
公
務
員
法
等
の
守
秘
義
務
規
定
、
指
定

統
計
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
等
の
秘
密
保
護
に
関
す
る
規
定
を
持

つ
法
律
が
あ
る
ほ
か
は
、
各
省
庁
に
お
い
て
デ
l
タ
保
護
管
理
規

程
を
整
備
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
行
政
の
効
率
化
、
質
的
向
上
の
た
め
、

個
人
デ
l
タ
を
始
め
と
す
る
行
政
情
報
の
相
互
利
用
の
拡
大
な
ど

情
報
処
理
の
高
度
化
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
情
報
流
通
の
国
際

化
へ
の
反
応
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
こ
れ

ら
に
伴
い
、
個
人
デ
l
タ
の
結
合
・
集
中
化
あ
る
い
は
そ
の
収
集

目
的
外
の
利
用
、
誤
情
報
等
の
流
通
の
お
そ
れ
等
国
民
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
に
対
す
る
不
安
感
も
高
ま
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
る
の

で
、
こ
れ
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
が
重
要
で
あ
る
。

秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
と
デ

1
タ
保
護
対
策
の
推
進

肘
各
省
庁
は
秘
密
文
書
等
の
指
定
・
作
成
を
必
要
最
小
限
に
と

ど
め
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
見
直
し
を
行
い
、
所
要
の
改
善
措
置
を
講
ず
る
。

的
電
子
計
算
機
に
よ
る
個
人
デ
ー
タ
処
理
に
関
し
て
は
、
犯
罪

捜
査
、
税
務
、
医
療
関
係
等
公
益
上
不
適
当
な
も
の
を
除
き
、

北法42(4・171)1129 



料

原
則
と
し
て
、
本
人
か
ら
の
閲
覧
・
照
合
の
申
出
に
応
ず
る
等

の
措
置
を
講
ず
る
。

さ
ら
に
、
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
の
進
展
、
国
民
意
識
の
動
向
を

踏
ま
え
つ
つ
、
諸
外
国
の
制
度
運
営
の
実
態
等
を
十
分
把
握
の

上
、
法
的
措
置
を
含
め
個
人
デ

l
タ
保
護
に
係
る
制
度
的
方
策

に
つ
い
て
も
積
極
的
に
対
応
す
る
。
保
護
対
策
の
推
進
に
当

た
っ
て
は
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
緊
密
に
調
整
協
議
を
行
う
。

資

〈
資
料
M
M
〉

臨
調
答
申
以
降
の
行
政
改
革
に
関
す
る
閣
議
決
定

①
新
行
革
大
綱

臨
時
行
政
調
査
会
の
最
終
答
申
後
に
お
け
る
行
政
改
革
の
具
体
化
方
策
に

つ
い
て
(
抄
)

昭
和
五
八
年
五
月
二
四
日

閣

議

決

/¥ 

行
政
情
報
公
開
、
行
政
手
続
等

付
行
政
情
報
の
公
開
と
保
護

イ
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
法

的
措
置
を
含
め
制
度
的
方
策
の
具
体
的
検
討
を
行
う
も
の
と
す

る。

②
五
九
年
行
革
大
綱

行
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
(
抄
)

昭
和
五
九
年
一
月
二
五
日

議

北法42(4・172)1130 

閣

決

定

定

六

行

政

事

務

同
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
の
推
進
及
び

O
A
等
事
務
処
理
の
近
代
化

ア
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
企
画
機
能
の
充
実

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
各
省
庁
連
絡
会
議
(
昭
和
五
八
年
六
月
二

O
日
事
務
次
官
等
会
議
申
合
せ
)
に
お
い
て
当
面
の
検
討
課
題
と

し
て
決
定
さ
れ
た
、

①
行
政
に
お
け
る
事
務
処
理
の
一
層
の
シ
ス
テ
ム
化
と
シ
ス
テ

ム
運
営
の
効
率
化
の
促
進

②
行
政
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
デ

1
タ
の
総
合
利
用
の
促

進
③
行
政
情
報
通
信
網
の
整
備
・
高
度
化
の
推
進

④
各
種
情
報
・
通
信
機
器
の
総
合
的
、
計
画
的
活
用

⑤

デ

l
タ
保
護
、
デ

l
タ
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
策
の
推
進

⑥
安
全
対
策
、
要
員
対
策
、
そ
の
他
の
関
連
事
項
の
推
進

等
に
つ
い
て
、
今
後
専
門
部
会
等
に
お
い
て
検
討
を
進
め
、
遂
次
、

政
府
と
し
て
の
方
針
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
具
体
化
を
図
る
。



行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

八
共
通
的
な
行
政
制
度
の
在
り
方

同
行
政
情
報
の
保
護

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
デ

l
タ
の
保
護
に
つ
い
て
、
法
的
指

置
を
含
め
制
度
的
方
策
に
関
す
る
具
体
的
検
討
を
引
き
続
き
行
う
。

③

六

O
年
行
革
大
綱

行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
(
抄
)

昭
和
五
九
年
一
一
一
月
二
九
日

間

議

決

四

行
政
事
務

同
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
推
進

イ
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
法

的
措
置
を
含
め
制
度
的
方
策
に
関
す
る
具
体
的
検
討
を
引
続
き
行

い
、
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
の
進
展
、
諸
外
国
の
制
度
的
運
用
の
実

態
、
国
民
世
論
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
政
府
と
し
て
の
方
針

を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
民
間
企
業
等
の
保
有
す
る
個
人
デ

l
タ
の
保
護
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
検
討
を
進
め
る
も
の
と
す

玄
担
。

④
六
一
年
行
革
大
綱

昭
和
六
一
年
度
に
講
ず
べ
き
措
置
を
中
心
と
す
る
行
政
改
革
の
実
施
方
針

に
つ
い
て
(
抄
)

昭
和
六

O
年
一
二
月
二
八
日

閣

議

決

定

四

行
政
事
務

同
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
等

イ
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
デ

1
タ
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
法

的
措
置
を
含
め
制
度
的
方
策
に
関
す
る
具
体
的
検
討
を
引
き
続
き

行
い
、
速
や
か
に
政
府
と
し
て
の
方
針
を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
努

め
る
。

定

な
お
、
民
間
企
業
等
の
保
有
す
る
個
人
デ

l
タ
の
保
護
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
所
要
の
連
絡
調
整
を
図
り

つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
。

⑤
六
二
年
行
革
大
綱

昭
和
六
二
年
度
に
講
ず
べ
き
措
置
を
中
心
と
す
る
行
政
改
革
の
実
施
方
針

に
つ
い
て
(
抄
)

昭
和
六
一
年
一
二
月
三

0
日

閣

議

決

北法42(4・173)1131 

定

四

行
政
事
務

口
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
等

行
政
情
報
の
保
護

イ



料

行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
制

度
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
法
的
措
置
を
講
ず
る
方
向
で
、
そ
の
た
め

の
具
体
的
検
討
を
行
う
。

な
お
、
民
間
企
業
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
所
要
の
連
絡
調
整
を
図
り
つ
つ
、

引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
。

⑥
六
三
年
行
革
大
綱

昭
和
六
三
年
度
に
講
ず
べ
き
措
置
を
中
心
と
す
る
行
政
改
革
の
実
施
方
針

に
つ
い
て
(
抄
)

資

昭
和
六
二
年
二
一
月
二
八
日

閣

議

定

決

四

行
政
事
務

∞
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
等

イ
行
政
情
報
の
保
護

肘
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報

の
保
護
の
制
度
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
法
的
措
置
を
講
ず
る
方

向
で
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
検
討
を
引
き
続
き
行
う
。

な
お
、
民
間
企
業
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
所
要
の
連
絡
調
整
を

図
り
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
。

(イ)

上
記
法
的
措
置
の
方
向
で
の
具
体
的
検
討
に
関
連
し
、
統
計

を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
情
報
の
保
護
に

つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
別
途
統
計
関
係
法
令
に

お
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
方
向
で
具
体
的
検
討
を
行

予つ。

〈
資
料
M
V

個
人
情
報
保
護
法
案
の
閣
議
決
定
以
降
の
経
緯

昭
和
六
三
年
四
月
二
八
日
閣
議
決
定
(
閣
法
第
八
二
号
)

第
二
二
回
通
常
国
会
(
衆
議
院
先
議
)

(
衆
)
内
閣
委
員
会
に
付
託

国
会
閉
会
に
伴
い
継
続
審
査

提
案
理
由
説
明
(
以
下
第
一
一
一
二
回
臨
時

五
月
一
三
日

五
月
二
五
日

一
O
月
一
一
日

一
一
月
八
日

一
一
月
一
八
日

一
二
月
八
日

一
一
一
月
九
日

一
二
月
一
六
日

北法42(4・174)1132 

国
会
)

(
衆
)
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
可
決

衆
・
本
会
議
で
可
決

参
議
院
に
送
付
、
内
閣
委
員
会
に
付
託

(
参
)
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
可
決

参
・
本
会
議
で
可
決
成
立

公
布
(
法
律
第
九
五
号
)



行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

く資料15> 個人情報保護法案の審議経過

1 衆議院内閣委員会、本会議

年月 日 事 項 質疑委員、参考人等

昭和 (内閣委員会)

63.10.11 提案理由説明
質 疑 田口健二君(社)

井上和久君(公)

川端達夫君(民)

浦井 洋君(共)

10.13 質 疑 谷津義男君(自)

10.20 参考人意見聴取 林 修三君(元内閣法制局長宮)

堀部政男君(一橋大学教授)

渡辺 修君(弁護士)

秦野八重君(国民総背番号制に反対しプラ

イパシーを守る中央会議事務

局長)

参考人に対する 前田武志君(自)

質疑 田口健二君(社)

中村 巌君(公)

安倍基雄君(民)

柴田睦夫君(共)

10.25 質 疑 江田五月君(社)

10.27 質 疑 安田修三君(社)

11. 8 質 疑 広瀬秀吉君(社)

中村 巌君(公)

川端達夫君(民)

柴田陸夫君(共)

修正案の趣旨説明 浦井 洋君(共)

討 論 前田 武志君(自)(政府案に賛成、修正案に

反対の立場)

田口 健二君(社) (政府案に反対の立場)

柴田陸夫君(共) ( 11 

採 決 0修正案→否決
0政府案→可決

附帯決議趣旨説明 (白、社、公、民の提出)

11 採 択 0可決

63.11.18 (本会議採択) 0可決

北法42(4・175)1133 



資料

2 参議院内閣委員会、本会議

年月 日 事 項 質疑委員、参考人等

昭和 (内閣委員会)

63.11.22 提 案 理 由

質 疑 及川一夫君(社)

飯田忠雄君(公)

吉川春子君(共)

柳津錬造君(民)

12. 1 質 疑 久保田真苗君(社)

12. 6 質 疑 猪熊重二君(公)

古川春子君(共)

柳津錬造君(社)

12. s 参考人の意見徴収 池田省三君航自治総合研究所職長) I 
木村晋介君(東京弁護士会消費者問題特別

委員会委員)

林 修三君(元内閣法制局長官)

藤田 裕一君(日本弁護士連合会消費者問題

対策委員会幹事)

参考人に対する 久保田真苗君(社)

質疑 名尾良孝君(自)

飯田忠雄君(公)

猪熊重二君(公)

吉川春子君(共)

質 疑 山口哲夫君(社)

猪熊重二君(公)

吉川春子君(共)

柳津錬造君(民)

修正案の趣旨説明 吉川春子君(共)

討 論 久保田真苗君(社) (政府案に反対の立場)

名尾良孝君(自) (政府案に賛成、修正案に

反対の立場)

飯田忠雄君(公) ( H 

柳津錬造君(民) ( H 

採 択 0修正案→否決
0政府案→可決

附帯決議の提出 (白、社、公、民の提出)
1/ の採択 0可決

63.12. 9 (本会議採択) 0可決成立

北法42(4・176)1134 



行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の制定について

く資料16>

衆・参内閣委員会における質疑時間 (単位:分)

質 疑 参考人の
区分 意見陳述 J口L 計

自民 社会 公明 民社 共産 計 及び質疑

衆議院 90 420 190 110 132 942 140 
1，082 I 

(18時間2分)

参議院 369 240 93 123 825 106 
931 

(15時間31分)

計 90 789 430 203 255 1，767 246 
2，013 

(33時間33分)

〈資料17>

衆・参内閣委員会における採択状況

区 分 自民 社会 公明 民社 共産

個人情報保護法案に対する修正案 否決 × × × × O 
個人情報保護法案(政府原案) 可決 O × O O × 
個人情報保護法案に対する附帯決議 可決 O O O O × 

統計法第一部改正法案 可決 O O O O O 

Oは賛成、×は反対

北法42(4・177)1135 



料

〈
資
制
明
刊
〉

行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

(
昭
和
六
三
年
一
一
月
八
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
)

(
昭
和
六
三
年
一
二
月
八
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
)

政
府
は
、
行
政
機
関
に
お
げ
る
情
報
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
電
子
計

算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
の
一
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
総
務
庁
は
、
高
度
情
報
化
の
進
展
に
伴
う

O
A
機
器
の
多
様
化
、
性

能
向
上
、
急
速
な
普
及
に
対
応
し
て
、
適
宜
に
電
子
計
算
機
処
理
の
範

囲
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
処
理
に
係
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
も
別
途
検
討
す
る
こ
と
。

一
思
想
、
信
条
、
宗
教
、
病
気
及
び
健
康
状
態
、
犯
罪
の
容
疑
、
判
決

及
び
刑
の
執
行
、
社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
社
会
的
身
分
に
関
す
る

個
人
情
報
の
収
集
・
保
有
に
当
た
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
保
有
目
的
を
厳

密
に
特
定
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
法
律
そ
の
他
の
法
令
等
に

よ
っ
て
収
集
根
拠
を
明
確
に
し
、
そ
の
利
用
・
提
供
・
安
全
確
保
に
特

段
の
配
慮
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
権
利
・
利
益
を
損
な
う

こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。

行
政
機
関
は
、
個
人
情
報
収
集
に
際
し
て
、
収
集
目
的
、
収
集
の
根

資

拠
、
収
集
に
応
ず
る
義
務
の
有
無
等
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。
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ま
た
、
行
政
機
関
は
、
法
律
の
定
め
る
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
限
度
で
、

か
っ
、
収
集
す
る
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
み
だ
り

に
第
三
者
か
ら
個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
こ

ト」。
総
務
庁
は
、
行
政
機
関
が
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
利
用
及
び
提
供
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
が
使
用
に
供
さ
れ
る
事
務
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
利
用
、
提
供
し
、
処
理
情
報

の
本
人
等
の
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
利
用
、
提
供
が
行
わ
れ
な
い
よ

う
、
明
確
な
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
。

ま
た
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
機
関
は
、
目
的
外
利
用
、
提
供
先

等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
、
提
供
状
況
の
記
録
を
保
管
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

総
務
庁
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
の

適
用
除
外
と
な
る
フ
ァ
イ
ル
、
及
び
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
掲
載
さ

れ
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
フ
ァ
イ
ル
数
、
記
録
範
囲
、
適
用
除
外

の
根
拠
等
を
可
能
な
限
り
的
確
に
把
握
し
、
み
だ
り
に
そ
の
範
囲
が
拡

大
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

特
殊
法
人
に
つ
い
て
は
、
保
有
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
数
、
デ
ー
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タ
量
が
多
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
早
急
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
。

開
示
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
教
育
、
医
療
関
係
の
個
人
情
報
に
関

し
て
、
情
報
の
性
質
上
そ
の
開
示
に
つ
い
て
は
特
別
の
配
慮
の
必
要
性

を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
民
の
意
識
の
変
化
に
対
応
し
た
制
度
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
別
途
検
討
す
る
こ
と
。

個
人
情
報
の
安
全
性
確
保
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す

る
事
前
通
知
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
作
成
、
処
理
情
報
の
利
用
及
び

提
供
、
処
理
情
報
の
開
示
等
に
関
し
て
、
政
府
部
内
の
統
一
性
・
斉
一

性
を
維
持
し
、
規
制
等
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
総
務
庁
は
可

能
な
限
り
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
。

ま
た
、
個
人
情
報
の
収
集
、
保
有
、
利
用
、
提
供
に
よ
り
個
人
の
権
利

利
益
を
不
当
に
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
総
務
庁
は
保
有
機
関
に
よ

る
本
法
運
用
の
実
態
を
調
査
等
に
よ
っ
て
十
分
把
握
し
、
所
要
の
実
効

あ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
う
各
般
の
影
響
等
を
踏
ま
え
つ
つ
個
人
情

報
保
護
の
推
進
を
図
る
た
め
、
学
識
経
験
者
等
に
よ
り
保
護
法
施
行
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
を
調
査
・
審
議
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
。

政
府
は
、
総
合
調
整
機
能
の
充
実
を
図
り
、
本
法
の
趣
旨
及
び
運
用

実
態
等
の
国
民
へ
の
周
知
の
た
め
、
毎
年
度
、
報
告
書
を
作
成
し
、
個

人
情
報
保
護
に
対
す
る
国
民
の
意
識
向
上
と
参
加
を
促
進
し
て
、
本
法

の
実
効
性
の
確
保
を
期
す
こ
と
。

個
人
情
報
保
護
対
策
は
、
国
の
行
政
機
関
等
の
公
的
部
門
の
み
な
ら

ず
、
民
間
部
門
に
も
必
要
な
共
通
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
政
府
は
早
急
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

我
が
国
の
高
度
情
報
化
、
国
民
の
自
己
情
報
に
関
す
る
意
識
、
行
政

情
報
の
保
有
・
利
用
の
在
り
方
等
、
状
況
の
急
激
な
変
化
に
か
ん
が
み
、

五
年
以
内
に
本
法
の
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

北法42(4・179)1137 


